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序　　　　　文

日本国政府は、セネガル共和国政府の要請に基づき、「漁民リーダー零細漁業組織強化プロジェ

クト」を 2009 年 6 月から 2013 年 3 月の計画で実施しています。

今般、プロジェクトの中間地点を迎えました。それを受け、協力期間前半における実績を確認し、

計画に対する達成度の検証を行い、評価 5 項目の観点から評価を行うとともに、プロジェクト後

半の活動計画について検討することなどを目的として、2011 年 1 月 5 日から 1 月 21 日にわたり、

国際協力機構 杉山俊士 国際協力専門員を団長とする運営指導（中間レビュー）調査団を現地に

派遣しました。

結果、プロジェクトはおおむね順調に進捗していること、また初期の成果達成をより確実なも

のとするためのいくつかの改善点も確認され、必要な対策に関する提言を行っています。

本報告書は同調査団によるセネガル共和国政府関係者との協議並びに調査・評価結果を取りま

とめたものであり、本プロジェクトの今後の運営や国際協力の推進に広く活用されることを期待

します。

最後に、調査にご協力とご支援を頂いた関係者各位に対し、心より感謝申し上げます。

平成 23 年 2 月

独立行政法人国際協力機構

農村開発部長　熊代 輝義
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AMP Aire Marine Protégeé 海洋保護区

CLPA Conseils Locqux de Pêche Artisanale 零細漁業地方評議会

CLV Comités Locaux Villageois 地方漁民委員会

COGEPAS Cogestion des Pêcheries Artisanales au Sénégal
漁民リーダー零細漁業組織強化プ

ロジェクト

C/P Counterpart カウンターパート

CRODT Centre Recherche Océanographique de Dakar-Thiaroye ダカール・チャロイ海洋研究所

DAC Direction des Airs Communautaires 海洋経済省　共同水域局

DPM Direction des Peches Maritimes 海洋経済省　海洋漁業局

GIE Groupement d’Intérêt Economique 経済利益団体

Int/R Interim Report 中間報告書

JCC Joint Coordination Committee 合同調整委員会

JICA Japan International Cooperation Agency 国際協力機構

M/M Minutes of Meeting 会議議事録

PDM Project Design Matrix
プロジェクト・デザイン・マト

リックス

PO Plan of Operation 活動計画表

Pr/R Progress Report 進捗報告書

YHV Yellow Head Virus イエローヘッド病ウイルス



１－１　協力の背景と概要

本プロジェクトは、セネガル共和国（以下、「セネガル」と記す）海岸部の 4 漁村（ロンプー

ル、カヤール、ジョアール、ジフェール）を対象として、持続的な水産資源管理を実現すべく

漁民と行政の共同管理体制（Co-gestion）を確立することを目的とする。同目的を達成するため、

まずは水産資源の現状を把握したうえで、資源管理の必要性について各漁村住民の意識を高め

る活動を行う。また、セネガルでは、行政と漁業従事者が資源管理上のさまざまな取極めにつ

き協議・決定・承認する零細漁業地方協議会（Conseils Locqux de Pêche Artisanale：CLPA）を中

心に共同資源管理を進めていく方針であることから、CLPA の組織整備支援（CLPA が未整備

の漁村対象）、あるいは機能強化（CLPA が設立済みの漁村対象）を行うことにより、零細漁

民による資源管理体制の基盤整備を行う。そのうえで、各漁村の漁業活動内容・社会経済状況

に応じた資源管理活動を実施する。水産資源管理活動の実施に際しては、上述の水産資源管理

に係る地方漁民委員会（Comités Locaux Villageois：CLV）、とりわけ零細漁民の代表者（リーダー）

による主体的な活動が行われるべく零細漁民組織・リーダーの能力強化を図る。

上記成果の達成を通じ、本プロジェクトでは各漁村における水産資源管理活動・体制の持続

性を確保する。本プロジェクトによって、零細漁村での漁民主体による水産資源管理の有効性

が各ステークホルダーに周知されるとともに、その実施手法・留意点等を本案件の実施機関で

ある海洋漁業局が理解・習得することにより、他漁村においても零細漁民の主導による水産資

源管理活動が普及・拡大することとなる。

本プロジェクトは 2009 年に開始されてから約 1 年半が経過したところ、プロジェクト目標

の達成に向けて、これまでの実績と実施プロセスを整理し、セネガル国側と進捗状況・課題に

関する認識を共有するとともに、プロジェクト計画の修正やプロジェクト運営体制の改善につ

いてセネガル国側と協議することを目的に、中間レビュー調査を実施した。

１－２　プロジェクト目標

対象漁村において、零細漁業関係者及び行政による水産資源の共同管理が零細漁業関係者主

体で確立される。

１．案件の概要

国名：セネガル共和国 案件名：漁民リーダー零細漁業組織強化プロジェクト

分野：水産 援助形態：技術協力プロジェクト

所轄部署：セネガル事務所 協力金額（評価時点）：約 4.0 億円

協
力
期
間

（R/D）：2009 年 6 月～

2013 年 3 月

先方関係機関：海洋経済省海洋漁業局

日本側協力機関：なし

他の関連協力：開発調査「漁業資源評価・管理計画」（2003 年～

2006 年）、技術協力プロジェクト「水産物加工技術普及計画」（2007
年～ 2009 年）

評価調査結果要約表



１－３　成　果

成果 1： 各対象漁村において、水産資源の持続的管理の重要性について零細漁業関係者の意識

が向上する。

成果 2： 各対象漁村に零細漁業地方評議会（CLPA）及び地方漁民委員会（CLV）が設置され、

各会の組織が強化される。

成果 3： 零細漁業関係者の、地域レベルの水産資源管理能力及び漁業管理能力が強化される。

１－４　投入（計画時）

日本側：専門家　5 分野　

相手国側：カウンターパート（Counterpart： C/P）の配置、施設提供

３－１　実績の確認

（1）投入の実績

日本側：

専門家　5 分野　

研修員受入れ　7 名

機材供与　7,000 万円

ローカルコスト負担　2,980 万円

相手国側：

C/P の配置　12 名

ローカルコスト負担　1,470 万円

施設提供（プロジェクト事務所、倉庫）

（2）活動の実績

一部の活動に関して当初の計画から変更がみられる。以下、概要。

・　活動 2-6（CLPA、CLV の事務所建設）は実施されなかった。

・　活動 2-7 から 2-10（CLPA 支援）では、プロジェクトサイト以外の周辺漁村を対象とし

て活動を実施している。

・　活動 3-4（資源管理計画の実施支援）に関連する技術的な調査については、底刺し網試

２．評価調査団の概要

調査者

担当分野 氏　　名 所　　属

総　括 杉山　俊士　 JICA 国際協力専門員

水産資源管理 本間　謙 JICA セネガル事務所

評価分析 赤羽　悦子 （株）日本開発サービス

計画管理 春原　拓海 JICA 農村開発部　乾燥畑作地帯課

調査期間 2011 年 1 月 5 日～ 2011 年 1 月 21 日 評価種類：中間レビュー

３．評価結果の概要



験、貝殻漁礁、モンゴウイカ人工産卵床試験などの一連の活動が実施されている。こう

した計画外の活動には、ジョアール CLPA を中心とする広域化資源管理のためのコンセ

ンサス会議やマダコの産卵用タコつぼ製作と沈設活動も含まれる。詳しくは、本文表３

－ 12 を参照。

・　複数のメディアを活用してのプロジェクトの活動に関しての情報発信（広報）活動が行

われている。

（3）成果の達成度

成果１：ある程度達成しつつあるといえる。しかしながら、CLPA での協議に直接参加しな

い一般の零細漁業関係者に対しては水産資源管理の重要性についての理解を更に浸

透させていく必要がある。

成果２：順調な成果の発現がみられ、計画期間内で成果の達成が見込まれる。2 つの対象サ

イトにおいて新しい CLPA が設立され、これらを含むすべての支援対象 CLPA にお

いて、水産資源管理の課題について協議や承認が進んでいる。

成果３：サイトにより取り組みに違いはあるが、ある程度達成しつつあるといえる。他方、

行政側や同じ地域で資源管理活動を展開している関係者との情報交換、モニタリン

グの支援など、課題も多く残されている。

（4）プロジェクト目標達成の見込み

次の 2 点から、プロジェクト目標は、期間中に達成できる可能性が高い。

・　現時点で、各対象村で水産資源管理関連活動が次表のように実施されている。

対象村 プロジェクトの支援による水産資源の共同管理

ロンプール
漁民の主体的な働きかけにより 2 つの資源管理方策－刺し網目合の制

限（40mm 以上）、刺し網総反数の 10％削減－を策定した。 

カヤール プロジェクト支援による資源管理活動は特になし。

ジョアール
隣接 CLPA と資源管理方策（マダコの禁漁期設定）の調和化。調査実

施時点で 1 カ月間施行済み。

ジフェール
漁民の主体的な働きかけにより刺し網目合の制限（46mm 以上）を策

定した。

 

・　プロジェクト期間中に上記活動の継続を阻害する可能性のある要因（例：移動漁民の存

在）はあるものの、CLPA への漁民以外のアクターの参加、資源管理方策の法制化（県条例）

への取り組みなど、阻害要因の影響を小さくするための方策がプロジェクトの活動とし

てとられている。

３－２　評価結果の要約

（1）妥当性：以下の観点から、高いと判断できる。

・　セネガルの水産業は、社会・経済の両面で大きな役割を担っている。水産物は、輸出総



額の 32％を占めるとともに、国民が摂取する全動物性たんぱく質の約 70％を占めると

いわれる。また、同国の雇用の約 20％は、何らかの形で水産業に関係するといわれる。

本プロジェクトは、漁業者の 80％から 90％を占めるといわれる零細漁民を対象として

おり、対象群の選定も適切である。

・　CLPA の能力強化を図りつつ、行政と住民による共同資源管理を進めるというアプロー

チは、セネガル側の海洋水産法（Loi No° 98-32）や省令でも定められた政策的方向性

との整合性が高い。

・　本計画は、JICA がセネガル政府への協力として共同で実施した開発調査「漁業資源評価・

管理計画調査」（2003-2006）の調査結果と経験を生かして実施されている。また、JICA
による「水産課題別指針」（2010）の協力方針の 1 つである「共同資源管理」に即した

内容でもある。さらに、同文書の中のアフリカでの重点目標「資源管理に配慮した持続

的沿岸漁業」や「零細漁民を対象とした（中略） 『漁村開発』を通した貧困削減」に一

致する。

（2）有効性：以下の観点から、高いと判断できる。

・　啓もう普及関連の活動を広く漁村コミュニティ全般を対象として実施し（成果 1）、
CLPA 及び CLV の強化によって住民グループ・経済グループ内外の利害調整や資源管

理上の意思決定を円滑に行う体制を確保（成果 2）したうえで、これらのグループが

CLPA の決定事項を確実に実施するよう支援する（成果 3）というプロジェクトのデザ

インは、活動ごとの支援対象の設定が適切であり、段階的かつ効果的なプロジェクト目

標の達成に寄与するものと考えられる。

・　一方、水産資源の共同管理を実施するうえで CLPA が果たすべき役割と強化すべき機能、

そして CLPA の各構成メンバーの改善すべき課題（能力開発の目標）については十分に

確認・整理されておらず、この点については、改善の余地が残る。

・　現時点での成果の達成状況が比較的良好である。

（3）効率性：以下の観点から、中程度と判断できる。

・　投入されている機材に現地調達のものなど比較的安価なものが多い。

・　十分な実施効果の発現が見込めない可能性が示唆された活動（CLPA 事務所建設）を行

わなかった。

・　プロジェクトでは、現地状況にかんがみて、当初の計画になかった投入や対象地域の拡

大を行っている。これら計画外の活動には、その重要性が確認されたものもある一方で、

限りあるプロジェクト資源の適切な配分という観点においては、効率性を低くする一因

となっている。

・　プロジェクトの開始以来、計 6 名の C/P が人事異動により配置転換となった。

（4） インパクト：現時点では中程度のインパクト発現が可能と予測する。改善の余地は大きく

残されており、今後の展開によっては、より大きなインパクトを期待できる。

・　プロジェクトでは現場レベルでの活動に焦点を当て、広く一般への情報発信にも努

めてきた一方で、海洋経済省内での他局関係者の合同調整委員会（Joint Coordination 



Committee：JCC）関与や同省が管轄する他ドナーによる事業との情報交換など、プロジェ

クト活動の地域的展開を担保するための方策に関しては、十分といえない。

・　水産資源の共同管理に関連し、国、州、県レベルでの行政機関でのプロジェクト関係者

の果たすべき役割についての精査が済んでいない。

・　県単位での資源管理活動の調和化・一元化の可能性を検討しているジョアール（ンブー

ル県）での活動などは、県内の他漁村への高い波及効果が期待できる。

（5）自立発展性：以下の観点から、中程度であると判断する。

・　現在プロジェクトで進めている CLPA の一員である地方行政官に対しての能力強化は、

人事異動の影響を直接的に受けやすい。

・　CLPA での協議では、関係者の意見が尊重されており、関係者の主体的な取り組みの姿

勢（オーナーシップ）が醸成されつつあると観察された。

・　プロジェクトでは、自立発展性の阻害要因となる漁村コミュニティへの不適切あるいは

過剰な投入（例：研修参加者への日当支給等）を行わないよう十分に配慮している。

・　CLPA 運営や水産資源の共同管理に関して、州県レベルの行政機関によるイニシアティ

ブはまだ発現していない。

３－３　効果発現に貢献した要因

（1）計画内容に関すること

・　啓発活動、CLPA の能力強化、住民による水産資源管理方策の実施能力強化という 3 つ

の成果を通して「零細漁業関係者及び行政による水産資源の共同管理を確立する」とい

うプロジェクト目標を達成させるという構成は論理的である。

・　これら 3 つの成果が相補的であるとともに整合性のある関係を保っている。

（2）実施プロセスに関すること

・　関係者に対する能力強化：現実的かつ具体的な技術移転として現場レベルで実施されて

いる。

・　関係者の意見の尊重：対象村で行われる会議などで参加者の意見を尊重して進めてい

る。

３－４　問題点及び問題を惹起した要因

（1）計画内容に関すること

・　旧プロジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix：PDM）中の表現で、

複数の類似語や定義のあいまいな用語が使用されており、これらがプロジェクト実施枠

組みに対する関係者の明確な理解を妨げていた。

・　プロジェクト目標及び成果を測る指標に活動の結果を示すものが入るなど、指標設定の

論理性に問題があった。

※これを受けて、本中間レビュー調査の合同評価委員会にて PDM の見直しを行った。



（2）実施プロセスに関すること

・　活動をモニタリングするシステム〔例：活動計画表（Plan of Operation：PO）や PDM の

指標〕をセネガル側と共有してこなかった。

・　プロジェクトと関連性の高い業務を所掌する海洋経済省の他部局や他省関係者が JCC
に参加していなかったため、本来 JCC にて確認・調整すべき事項（他のドナー機関と

の調整等）について十分な議論が行われず、プロジェクト活動に関してアドバイスをす

る役目が十分に果たされていなかった。

※これを受けて、本中間レビュー調査の合同評価委員会にて上記指摘及び改善策について先

方とミニッツで確認を行った。

３－５　結　論

セネガルの水産業の現状から、本プロジェクトの妥当性は、プロジェクト計画時同様に高い。

関係者との協議から、本プロジェクトへの期待が大きいことも観察された。

プロジェクトでは、現場レベルでの能力開発に精力的に努めており、現時点での活動の進捗

状況、成果の達成状況は比較的良好である。このことが、期間中のプロジェクト目標達成の可

能性と有効性を高めている。

しかしながら、実施プロセスで述べたように、活動のモニタリングや JCC の活用などの点で、

改善の余地が残る。これらに起因していると考えられる問題として、他のドナー機関との情報

交換の不全などが観察されており、プロジェクトのインパクトの阻害要因として挙げられる。

また、当初計画になかった活動の変更や対象地域の拡大に伴って、効率性の阻害要因のひとつ

となっている。

プロジェクトでは、CLPA を中心とする現場レベルでの活動に焦点を当ててきたが、州や県

における行政官をも含めた関係者の役割と機能についての整理が進んでいないことなどから、

能力開発の効果が個人レベルとその直接関係する村内にとどまっており、自立発展性の担保と

なる組織としてのキャパシティ・ディベロップメントは限定的となるおそれがある。

本合同評価調査の過程において、ここに述べた阻害要因などの影響を弱めるための活動の修

正・改善の必要性がいくつか確認され、提言としてまとめられた。残りのプロジェクト期間に

おいて活動を効率的に実施し、プロジェクトのインパクトと自立発展性を増大するためにも、

これら提言に示された各項目への対処を適切かつ遅滞なく実施することが強く求められる。

３－６　提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言）

主要な提案事項は下記のとおり。

（1）合同調整委員会の再構成

海洋経済省内には、プロジェクトの活動と関連する部局が複数あるにもかかわらず、それ

らは合同調整委員会の構成員となっていない。情報共有及び調整を図るため、このような関

連部局も合同調整委員会に含めるべきである。

（2）計画的なプロジェクトの実施

本計画では、プロジェクト開始初期に活動計画表（PO）を策定していないが、早急に PO



を作成し、合同調整委員会での利用も含め、プロジェクトの円滑な実施に資する資料として

利用すること。また、サイトごとのサブ PO を作成する。

（3）資源管理上の目的設定と支援方針（戦略）の策定

セネガルの漁村では、さまざまな資源管理上の問題が存在するが、複数の課題に分散的に

対応していては、効率的なプロジェクト成果の発現にはつながらない。プロジェクトでは、

各サイトにおいて優先的に対応する資源管理上の課題を特定し、明確な支援方針（戦略）の

下にすべての活動を計画・実施していくこと。

（4）共同水産資源管理における主要関係者の役割と機能の定義

プロジェクトでは、共同資源管理体制を確立するために主要関係者（水産行政機関や漁民

組織など）と彼らが意思決定を行う組織（例：CLPA）の機能強化に焦点を当てた活動を行っ

ているが、これら関係者それぞれに求められる役割と機能を明確に定義し、それとの対比に

おいて彼らの現状（すなわち、どのような機能の強化が必要か）を確認することで、効果的

な働きかけを行うこと。

 
（5）漁村レベルの組織強化

プロジェクトでは、これまで CLPA レベルでの働きかけを中心に行ってきたが、今後は、

漁村レベルの組織に対する働きかけを強化すること。

（6）地域レベルの底魚資源管理（広域資源管理）

ンブール県の活動においては、プロジェクト資源の投入は（プロジェクトサイトである）

ジョアールに集中し、その他のエリアにおいては先方実施機関の自助努力を促す取り組みを

求める。

（7）参加型研究

参加型研究（違法漁具の比較試験など）の実施に際しては、セネガル側関係者と綿密な協

議のうえ特に慎重にテーマ設定を行うこと。

（8）資源管理方策の効果のモニタリング

資源管理活動を持続的に実施していくためには、関係者がその実施効果を認識する必要が

ある。当プロジェクトにおいても、実施した資源管理活動の効果を適宜モニタリングし、関

係者と情報共有すること。

（9）他ドナーとの調整と協力

現在セネガルの沿岸域では、当プロジェクトと類似した活動を行っている他ドナーが存在

する。プロジェクトは他ドナーと意見・情報交換を行うチャンネルを確立すること。

（10）違法漁法の扱い

本プロジェクトでは、違法漁法と合法漁法の比較試験などを実施したが、こうした試験の



結果はさまざまな意味で解釈される可能性があり、資源管理に必ずしも有効に作用しないこ

とも想定される。試験の目的設定やその結果の解釈、特に試験結果を踏まえた提言の取りま

とめに際しては、関係者の適切な関与を求めたうえで、慎重に行うこと。
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第１章　中間レビューの概要

１－１　中間レビュー調査団派遣の経緯と目的

本プロジェクトは、セネガル共和国（以下、「セネガル」と記す）海岸部の 4 漁村（ロンプール、

カヤール、ジョアール、ジフェール）を対象として、持続的な水産資源管理を実現すべく漁業関

係者と行政の共同管理体制（Co-gestion）を確立することを目的とする。同目的を達成するため、

まずは水産資源の現状を把握したうえで、資源管理の必要性について各漁村住民の意識を高める

活動を行う。また、セネガルでは、行政と漁業従事者が資源管理上のさまざまな取極めにつき協

議・承認する零細漁業地方協議会（CLPA）を中心に共同資源管理を進めていく方針であること

から、CLPA の組織整備支援（CLPA が未整備の漁村対象）、あるいは機能強化（CLPA が設立済

みの漁村対象）を行うことにより、零細漁業関係者による資源管理体制の基盤整備を行う。その

うえで、各漁村の漁業活動内容・社会経済状況に応じた資源管理活動を実施する。水産資源管理

活動の実施に際しては、上述の水産資源管理に係る地方漁民委員会（CLV）、とりわけ零細漁民

の代表者（リーダー）による主体的な活動が行われるべく零細漁民組織・リーダーの能力強化を

図る。

上記成果の達成を通じ、本プロジェクトでは各漁村における水産資源管理活動・体制の持続性

を確保する。本プロジェクトによって、零細漁村での零細漁業関係者主体による水産資源管理の

有効性が各ステークホルダーに周知されるとともに、その実施手法・留意点等を本案件の実施機

関である海洋漁業局が理解・習得することにより、他漁村においても零細漁業関係者の主導によ

る水産資源管理活動が普及・拡大することとなる。

本プロジェクトは 2009 年に開始されてから約 1 年半が経過したところ、プロジェクト目標の

達成に向けて、これまでの実績と実施プロセスを整理し、セネガル国側と進捗状況・課題に関す

る認識を共有するとともに、プロジェクト計画の修正やプロジェクト運営体制の改善についてセ

ネガル国側と協議することを目的に、中間レビュー調査を実施した。

１－２　調査団の構成

担当分野 氏　　名 所　　属

総　括 杉山　俊士　 JICA　国際協力専門員

水産資源管理 本間　謙 JICA　セネガル事務所

評価分析 赤羽　悦子 （株）日本開発サービス

計画管理 春原　拓海 JICA 農村開発部　乾燥畑作地帯課
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１－３　調査日程

No. Date Day 杉山 / 春原 本間 / 赤羽

1 4-Jan Tue 東京→パリ

2 5-Jan Wed パリ→ダカール

3 6-Jan Thu
JICA セネガル事務所、

COGEPAS 専門家、DAC との面談

4 7-Jan Fri DPM、GIR MaC との面談

5 8-Jan Sat サイト視察（カヤール）

6 9-Jan Sun サイト視察（ロンプール）

7 10-Jan Mon サイト視察（ジョアール）

8 11-Jan Tue サイト視察（ジフェール）

9 12-Jan Wed 東京→パリ→ダカール JICA セネガル事務所との面談

10 13-Jan Thu
JICA セネガル事務所、COGEPAS 専門家との面談

在セネガル日本国大使館表敬

11 14-Jan Fri 合同評価委員会

12 15-Jan Sat サイト視察（ジョアール、ジフェール）

13 16-Jan Sun サイト視察（カヤール、ロンプール）

14 17-Jan Mon 合同評価委員会（合同評価レポート、ミニッツドラフト作成）

15 18-Jan Tue 合同評価委員会（合同評価レポート、ミニッツドラフト作成）

16 19-Jan Wed 合同評価委員会（合同評価レポート、ミニッツドラフト作成）

17 20-Jan Thu ミニッツ署名

18 21-Jan Fri JICA セネガル事務所報告、大使館報告

COGEPAS： Cogestion des Pêcheries Artisanales au Sénégal（漁民リーダー零細漁業組織強化プロジェクト）
DAC：Direction des Airs Communautaires（海洋経済省共同水域局）
DPM：Division Pêche Maritimes（海洋経済省海洋漁業局）
GIRMaC：Gestion Integree des Ressources Marines et Cotieres

１－４　評価項目・評価方法

１－４－１　本邦での事前調査

（1）プロジェクトチームで作成した事前検討資料やこれまでのプロジェクト報告書等をレ

ビューし、プロジェクトの実績・実施プロセスの状況を整理・分析する。

（2）プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）に基づき、プロジェクトの実績、実施

プロセス、及び評価 5 項目に沿った調査項目とデータ収集方法、調査方法等を検討し、評

価グリッドを作成する。

（3）上記（2）の評価グリッドに基づき、カウンターパート（C/P）機関を主とする相手国実

施機関、専門家、C/P 等に対する質問を検討する。
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１－４－２　セネガルでの現地調査

（1）今回調査に必要な指標の設定案についてセネガル側と協議を行う。

（2）評価グリッドに基づき、プロジェクト関係者に対するヒアリング、サイト視察を行い、

プロジェクト実績・活動プロセス等に関する情報・データの収集・整理を行う。

（3）上記（1）で収集したデータを分析し、プロジェクト実績の貢献・阻害要因を抽出する。

（4）事前調査及び上記（1）～（3）で得られた結果を総合的に判断し、評価 5 項目の観点か

ら評価を行い、提言・教訓とともに中間レビューレポート（案）に取りまとめる。

（5）上記（5）のレポート（案）は日本側・セネガル側合同評価委員で合意したのち、セネ

ガル側関係者への説明を行い、その結果を会議議事録（Minutes of Meeting：M/M）により

合意・署名する。

１－４－３　調査項目

本調査では、以下の評価 5 項目の観点から評価調査を実施する。

（1）妥当性（relevance）
プロジェクト目標や上位目標がセネガルの開発政策、わが国の援助方針、受益者のニー

ズに合致しているかどうかを判断する。

（2）有効性（effectiveness）
成果及びプロジェクト目標の現時点での達成状況、プロジェクト終了時での達成見込

み、及び成果の達成がプロジェクト目標の達成に貢献しているかを判断する。

（3）効率性（efficiency）
投入の時期、質、量等により、成果にどう影響を与えたか、投入は成果の達成のため

に貢献しているか、投入に不足はなかったか、または無駄な投入はなかったかを判断す

る。

（4）自立発展性（sustainability）
制度的側面、財政的側面、及び技術的側面から、協力終了後も相手国側によりプロジェ

クトの成果が継続して維持・発展する見込みがあるかどうかを判断する。

（5）インパクト（Impact）
プロジェクト実施によりもたらされる、より長期的、間接的効果や波及効果をみるも

のであり、プロジェクト計画時に予期された、あるいは予期されなかったプラスまたは

マイナスの波及効果を評価する。なお、上位目標は計画立案時に「意図した」「プラスの」

インパクトである。
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第２章　PDM の見直し

現時点までの本プロジェクトの枠組みと進捗の確認を行うとともに、プロジェクト目標の確実

な達成を担保するために、下記の（1）～（4）について議論がなされた。その結果、プロジェク

ト開始前に設定された PDM の変更が提案され、合同評価委員会にてその改訂が承認された。改

訂前 / 改訂後の PDM は別添合同評価レポート（和訳版）の Annex2、3 を参照。

（1）Terme（用語の定義）の追加

変更内容 変更箇所

水産資源管理と漁業管理など PDM で繰り返

し使用されている類似語やあいまいな言葉

について、本プロジェクトにおける定義を整

理した。

PDM の表上に用語の定義（Termes）を追加し、

資源管理（la gestion des ressources）と零細漁

業関係者（les acteurs）の定義を記載。

（2）成果の変更

変更内容
変更箇所

変更前 変更後

PDM で 示 さ れ て い

る 3 つの成果につい

て、それぞれの対象

者を明確にすること

に よ っ て 活 動 内 容

を 明 確 化 し た。 成

果 1 で零細漁業関係

者全般に対し啓発活

動を行い、成果 2 で

資源管理計画におい

て協議・承認し、零

細漁業関係者グルー

プの代表で構成され

る CLPA を設置・機

能化し、成果 3 で資

源管理活動を実施す

る零細漁業関係者を

対象に能力強化を行

うと整理した。その

他、文言の修正を行っ

た。

成 果 1：La prise de conscience des acteurs de 
la pêche artisanale sur l’importance de la gestion 
durable des ressources halieutiques est améliorée 
dans chaque site ;
（和訳）成果 1：各対象漁村において、

水産資源の持続的管理の重要性について

零細漁業関係者の意識が向上する。

成 果 1：La prise de conscience et les 
connaissances des acteurs sur l’importance de 
la gestion durable des ressources halieutiques 
sont améliorées dans chaque site ;
（和訳）成果 1：各対象漁村において、

零細漁業関係者の水産資源の持続的管理

の重要性に対する意識と知識が向上す

る。

成 果 2：Les Conseils Locaux de Pêche 
Artisanale （C.L.P.A.）et les Comités Locaux 
Villageois （C.L.V.）sont mis  en place et leurs 
capacités sont  renforcées.
（和訳）成果 2：各対象漁村に零細漁業

地方評議会（CLPA）及び地方漁民委員

会（CLV）が設置され、各会の組織が強

化される。

成 果 2.Les Conseils Locaux de Pêche 
Artisanale （C.L.P.A.）sont mis  en place et 
fonctionnent ;
（和訳）成果 2：各対象漁村に零細漁業

地方評議会（CLPA）が設置され、機能

する。

成果 3：Les capacités des acteurs de la pêche 
artisanale en  gestion locale des ressources 
halieutiques et  en aménagement des pêcheries 
sont renforcées.
（和訳）成果 3：零細漁業関係者の、地

域レベルの水産資源管理能力及び漁業管

理能力が強化される。

成 果 3：Les capacités d’exécution des 
acteurs dans la mise en œuvre des actions de  
gestion des ressources halieutiques approuvées 
par les CLPAs sont renforcées.
（和訳）成果 3：CLPA によって承認され

た資源管理活動について、零細漁業関係

者の実施能力が強化される。
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（3）収入創出活動の削除

変更内容 変更箇所

収入創出活動のような目標達成には必ず

しも優先度の高くない活動については、

削除もしくは義務化しないものとした。

活動のうち、3B. ACTIVITES GENERATRICES 
DEREVENUS（A.G.R.）：収入源創出活動の活動 3-6
～ 3-10 を削除した。

（4）上位目標、プロジェクト目標及び成果の指標の再設定

変更内容 変更箇所

旧 PDM においては、上位

目標で設定された指標が成

果の指標と重複していたり、

また、プロジェクト目標及

び成果で設定された指標が

目標・成果に直接に貢献す

るものでなかったりと、適

当な指標ではなかった。よっ

て、目標及び成果の達成度

を明確に示す指標へ変更を

行った。

＜上位目標の指標＞

1、2 番目の指標を削除した。

＜プロジェクト目標の指標＞

目標としている「共同管理が確立」の要件を検討し、指標を下記

2 点に設定した。

Sur chaque site, au moins, une activité de gestion des ressources 
halieutiques approuvée par les CLPAs est mise en œuvre de façon intégrale  
par les acteurs en commun.
（和訳）各対象漁村において、最低 1 つの資源管理活動が CLPA で

承認され、零細漁業関係者により実施される。

Plus de X ％ des acteurs participent aux activités de gestion des ressources 
halieutiques.
（和訳）X％以上の零細漁業関係者が資源管理活動に（継続的に）

参加している。

＜成果の指標＞

指標 1-1、1-2、1-4、2-2、2-3、2-4、3-1 ～ 3-8 を削除し、以下の指

標を再設定した。

1-1
Le niveau de la prise de conscience et les connaissances des acteurs formés 
sur l’importance des activités de gestion locale des ressources halieutiques 
sont améliorés par rapport au démarrage du projet.
（和訳）地域レベルの資源管理活動の重要性について、研修を受

けた零細漁業関係者の意識と知識のレベルがプロジェクト開始時

に比べ改善する。

1-2
Amélioration de la compréhension, au niveau de chaque site, doit être 
confirmée par X％ des acteurs.
（和訳）対象漁村において、零細漁業関係者の X％に（持続的資源

管理の）重要性に関する意識の向上が確認される。
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2-A-1
L’organigramme et le statut des nouveaux CLPAs  sont déterminés et 
approuvé légalement.
（和訳）新 CLPA の組織と定款が決定され、法的承認が得られる。

2-B-1
Au moins un problème de gestion des ressources halieutiques est discuté et 
approuvé par les CLPAs.
（和訳）水産資源管理の少なくとも 1 つの課題について協議され、

漁業従事者によって提案された活動が CLPA によって承認される。

3-1
Les problèmes sur la gestion des ressources halieutiques sont compris et 
partagés par les acteurs．
（和訳）水産資源管理にかかわる課題が認識され、零細漁業関係

者によって共有される。

3-2
des mesures de gestion des ressources halieutiques sont proposées aux 
CLPAs par les acteurs.
（和訳）資源管理のための方策が零細漁業関係者によって CLPA に

提示される。

3-3
X%  des acteurs respectent les activités de gestion des ressources 
halieutiques approuvées par les CLPAs.
（和訳）CLPA で承認された資源管理活動を X％以上の零細漁業関

係者が順守する。
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第３章　プロジェクトの進捗状況

３－１　プロジェクトの投入実績

３－１－１　日本側

（1）日本人専門家派遣

中間レビュー調査のある 2010 年度（プロジェクト第 2 年次）には、5 名の日本人専門家（分

野は、①総括 / 共同資源管理体制強化、②副総括 / 漁業活動調査・分析 / 水産資源管理手法、

③社会経済調査 / 漁村開発、④水産資源管理手法 2/ 収入源活動、⑤啓発普及活動）が派

遣されている。2011 年 3 月末までに 2 年間で合計 45.7 人月（MM）が費やされた。

専門家の派遣期間の詳細については、合同評価レポート（和訳版）Annex 5 を参照のこと。

（2）C/P の本邦研修への派遣

本邦研修に派遣された C/P は、中間レビューの時点までで、7 名（計 14MM）が、地

域特設研修「仏語圏中西部アフリカ・持続的漁村開発」に参加するために、日本に派遣

された。派遣された C/P は国レベル 1 名、県レベル 1 名、末端の行政官（Chef de Poste de 
Contrôle ）5 名である。詳しくは、合同評価レポート（和訳版）Annex 6 を 参照のこと。

本邦研修の MM の計画と実績を比較すると、当初計画の 2 年間で計 2.92 MM から、

14MM（約 4.8 倍）に増加している（次表３－１）。

表３－１　本邦研修への C/P の派遣（計画と実績）

2009 年度 2010 年度 合　計

計画 実績 計画 実績 計画 実績

該当する C/P の数（人） 2 5 2 2 4 7 

1 人当たり MM 0.73 2 0.73 2 0.73 2 

MM の合計 1.46 10 1.46 4 2.92 14 
情報源： プロジェクトによる中間レビュー用作成資料、合同評価レポート（和訳版）Annex 6 の原本 から。

ただし、表の作成は調査団による。

この本邦研修への C/P の派遣の計画と実績との比較に関しては、第４章４－１－３で

効率性の観点から分析する。

また、地方 C/P の所属とプロジェクト対象村の関係では、次表３－２に示すように、南

部の 2 村に偏っており、特にジョアールに関連する C/P の本邦研修参加が多くなっている。
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表３－２　本邦研修に参加した地方 C/P の所属

村　名 ロンプール カヤール ジョアール ジフェール

研修参加者

のポスト

（該当なし） ・Chef de Poste de 
Contrôle

・Chef de Poste de 
Contrôle

・Adjoint Chef de 
Poste de Controle

・Chef de Service 
Départemental de 
Mbour

・Chef de Poste de 
Contrôle

合計数 0 名 1 名 3 名 2 名

情報源：プロジェクトによる中間レビュー用作成資料、合同評価レポート（和訳版）Annex 6 の原本から。ただし、表の作成
は調査団による。

注：① Chef de Poste や Adjoint Chef de Poste は、CLPA のメンバーでもある末端行政官。
② Chef de Service Départemental de Mbour は、ンブール県水産事務所長。ジョアールは、プロジェクト当初計画から変更さ

れて、広域資源管理の中心となっている村。
③ジフェール担当の Chef de Poste が 2 名になっているのは、年度途中で人員異動があったため。

この村間での偏りの状況については、「第４章 ４－１－３　効率性」や「広域化」につ

いての項目についての考察に関連する。

（3）資機材の供与

日本側から、コピー機、ビデオ・プロジェクター、プロジェクターなどが投入された。

これらのうち、ラップトップ 1 台が C/P の執務室に置かれたほかは、プロジェクト事務所

に置かれている。いずれも、良い活用状況である。詳しくは、合同評価レポート（和訳版）

Annex 7 を参照のこと。

（4）プロジェクト経費

上記（3）資機材の供与及びローカルコスト負担を含む JICA によるプロジェクト経費

の概要は次表３－３のとおり。上記（3）で扱った資機材経費の 9 割以上が、表３－３の

①に示すように現地での購入となっている。

それとは別のローカルコスト（表中、②）での支出があるが、このほとんどは、啓も

う活動や CLPA 組織化・能力強化支援などのための現地再委託特殊傭人費である。

表３－３　プロジェクト経費概要（JICA 負担分）

No. 種　別 該当額

①
資機材　① -1 現地購入分

① -2 日本で購入分

¥6,508,985
¥559,000

② ローカルコスト負担  ¥29,849,000

合　計 ¥36,916,985
情報源：プロジェクトによる中間レビュー用資料（2010 年 12 月 13 日提出のもの）
注：1CFA フラン（FCFA）＝￥0.169〔中間レビュー時（2011 年 1 月の JICA レート）〕で換算
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プロジェクトが各対象村に使った経費を、次表３－４にまとめる。この表に見られる

ように、ジョアールやジフェールにおける経費が他 2 村と比較すると共に高い。ジョアー

ルの活動には、（プロジェクトの活動対象地域外である）シンディア CLPA への支援や広

域資源管理、活動 3-4 に属する貝殻漁礁に関する調査や製作・沈設作業に関連する経費が

含まれる。ジフェールの活動には、周辺村をも含むパルマラン CLPA の設立、モンゴウイ

カ人工産卵床に関する一連の活動のための経費が含まれる。

表３－４　対象村別の経費、計画と実績
（単位：千円）

村　名
2009 年度 2010 年度 合　計

計画 実績 計画 実績 計画 実績

ロンプール 1,890 2,606 1,199 788 3,089 3,394 

カヤール 1,890 2,565 1,559 1,231 3,449 3,796 

ジョアール 1,930 3,051 2,831 3,060 4,761 6,111 

ジフェール 1,890 5,166 4,160 3,138 6,050 8,304 

小　計 7,600 13,388 9,749 8,217 17,349 21,605 
情報源：プロジェクトによる中間レビュー用追加資料 （2011 年 1 月 18 日提出のもの）
注：中間レビュー用資料（2011 年 1 月 18 日現在）では、表の経費合計中、プロジェクト対象村以外の漁村で行われ

た活動に関する経費として合計 1,525,400 円支出されている。このうち、215,000 円がロンプール関連（隣村サレ・
ダオの CLPA 設立支援）、325,400 円がジョアール関連（シンディアの CLPA 設立と貝殻漁礁）、985,000 円がジフェー
ル村関連（パルマラン CLPA に属する 5 つの村への支援）活動に支出された。

ここに述べた経費の問題は、第４章の効率性の分析に関連する。

３－１－２　セネガル側

（1）C/P の配置

技術移転の対象となる C/P の配置については、プロジェクトの各種報告文書では次表

３－５のとおり。
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表３－５　C/P の配置概要

行政

レベル

C/P としての位置づけ C/P と し て

位置づけら

れている人

員がいるポ

ストの数

プロジェク

ト 開 始 後

に、人事異

動があった

ポストの数

プロジェク

ト 期 間 中、

配置になっ

た人員数合

計

プロジェクト

事業計画書
着手報告書 中間報告書

中間評価用

準備書類

時　期 2009 年 3 月 2009 年 10 月 2010 年 10 月 2010 年 12 月

国 X X

記述箇所

なし

X 1 0 1

州 X X 3 3 6

県 X X 4
1、空席が 1
ポスト

5

県所属、

村レベル

担当（Chef 
de Poste）

X X X 4 3 7

情報源：表中に記した各文書
注：①中間報告書では、C/P に関しての記述は和文本文中には見られない。

②表右列の異動があったポストのなかには、 同じレベルのなかで異動が行われ、異動先でも本プロジェクトの C/P となっ
た例（州レベルで 1 名）も含まれる。

中間レビュー時点での C/P のリストは、合同評価レポート（和訳版）Annex 9 を参照の

こと。上記情報は、本邦研修への C/P の派遣状況にかかわる情報とともに効率性の考察

に反映した。

（2）プロジェクト経費

中間レビュー時点までのセネガル側負担によるプロジェクト経費の概要は次表３－６

のとおり。

表３－６　プロジェクト経費概要（セネガル側）

No. 種　別 小計（FCFA） 小計（日本円） ％

1 人件費 79,200,000 13,384,800 93.73

2 資機材 1,300,000 219,700 1.54

3 消耗品 3,600,000 608,400 4.26

4 その他 400,000 67,600 0.47

合　計 84,500,000 14,280,500 100.00
情報源：プロジェクトによる中間レビュー用資料 （2011 年 12 月 13 日提出のもの）。

ただし、日本円の換算と％の計算は調査団による。

年度ごとの小計（FCFA）は、合同評価レポート（和訳版）Annex 10 を参照のこと。

この表に見られるように、セネガル負担のほとんどは、C/P の人件費に充てられている。
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（3）その他現物給付など

プロジェクト事務所 （21 m²）並びに、倉庫（6 m²）がセネガル側から提供されている。

３－２　成果の達成状況

本中間評価調査の実施前の段階で PDM の見直しの必要性が示唆されていたことから、成果の

達成度の検証には、中間評価前に使われていた PDM（以下、旧 PDM）に挙げられているすべて

の指標を必ずしも用いていない。以下、各成果についての概要を記述したボックス内の 2 段目に

本調査で実際に利用した指標を記した。

３－２－１　成果 1 の達成状況

成果 1 各対象漁村において、水産資源の持続的管理の重要性について零細漁業関係

者の意識が向上する。

成果 1 指標 1 開始時と比較した地域レベルの水産資源管理活動の重要性に関する零細漁民

の意識向上度

（1）成果 1 に関連する活動の進捗状況

この成果を達成するために、まず関係者の水産資源管理の重要性に関する調査（活動

1-1）、既存資料を用いての水産資源の評価（活動 1-2）、違法漁業の分野での開発パートナー

についての特定（活動 1-3）、啓発活動（活動 1-4）、先行事例の視察（活動 1-5）が行われた。

活動 1-4 は、セミナーの実施や、フィルムの作成、フィルム上映も含まれる 2。

おおむね良い活動状況であり、ほとんど完了しているが、活動 1-3 に関し、ンブール

県で水産資源管理活動を行っている世界銀行（以下、世銀）の関連プロジェクトからは、

プロジェクト活動に関する情報共有や相互連絡が十分行われていない旨の指摘を受けて

いる（1 月 7 日並びに 1 月 13 日聞き取り調査結果）。プロジェクト側からも同様に、世銀

プロジェクトとの関係が問題となっている旨報告されている（1 月 6 日聞き取り、並びに

2010 年 10 月月報）。また、広域資源管理に向けた活動の決定プロセスに関して、ジョアー

ル住民から関係者間の合意形成が十分でなかった旨の発言があった（1 月 10 日聞き取り）。

以上のように、活動 1-3 に関して今後も継続的な活動（上記課題の改善策など）の必要性

が示唆されている。

（2）中間レビュー調査時点で得られた情報と指標による分析

プロジェクトの対象 4 村での CLPA や漁業関係者からの聞き取りの結果、CLPA メンバー

1
　 指標は旧 PDM のものから、適したもののみを選択している。他の指標は、活動の期待される結果を示すものであることから、

使用しない。
2
　 プロジェクトでは、一般に対する情報発信についても、活動 1-4 に関する報告の枠内で扱っているが、情報の発信の対象は、漁

民を含むプロジェクト対象民とは限らないことから、ここでは扱わず、区別している（評価グリッドの活動の概要、追加された

活動の欄参照）。なお、プロジェクトでは、啓発対象者と啓発媒体との関係について、中間報告書 第 2 章の図 2-1（31 ページ）

でまとめているので、参照のこと。ただし、プロジェクトでは、同図 2-1 で、マス・メディアが漁民リーダーや漁民を対象とす

る旨を示しているが、「マス」という多くの視聴者・読者などを対象とする点で、この活動 1-4 で意図する啓発活動とは一線を

画すると考え、この枠組みでは扱わない。
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は、水産資源管理に向けた取り組みの重要性について、大変よく理解していることが確

認された（1 月 8 日～ 11 日、並びに、同月 15 日～ 16 日）。一方、CLPA のメンバーとなっ

てはいない（すなわち、プロジェクト支援によるセミナーやワークショップ、研修への

参加の機会が少なかった）者からは、共同資源管理の意義について十分に理解していな

いと考えられる発言もあった。

数的根拠のある結論を導くのは難しいが、一例として、ジフェールでの聞き取りから

得られた結果を次表に示す。これは、1 月 11 日の聞き取り調査の対象者に対し、「100 人

の漁業関係者のうち、何人が共同資源管理の大切さを知っていると思うか」と聞いた結

果である。聞き取りの精度から考え 3、あくまでも傾向を知るための判断材料であるが、大

多数の参加者が、漁業関係者の約半数近くかあるいはそれ以上の割合の者が共同資源管

理の大切さを知っているといえる。

表３－７　何人が資源共同管理の大切さを知っているか

100 人に対して… 答　え 100 人に対して… 答　え

0 人 以上 10 人未満 1 60 人以上 70 人未満 1

10 人以上 20 人未満 0 70 人以上 80 人未満 0

20 人以上 30 人未満 0 80 人以上 90 人未満 1

30 人以上 40 人未満 2 90 人以上 100 人未満 0

40 人以上 50 人未満 4 100  人中　100 人 2

50 人以上 60 人未満 1 合　計 12
情報源：1 月 11 日のジフェールでの聞き取り
注：質問の意図を理解できず、答えなかった参加者が半数程度いた。

（3）中間レビュー調査時点での成果 1 の達成度のまとめ

以上（1）、（2）から、成果 1 はある程度達成しつつあるといえる。しかしながら、

CLPA メンバー以外の零細漁業関係者のなかには、住民が自主的に策定した、網目の大き

さの制限や網の 1 割削減に関する規定の意義や位置づけについて理解が不足している様

子も観察された （ロンプール 1 月 9 日、ジョアール 1 月 10 日）。水産資源管理活動の重要

性についての理解を浸透させるために、更に働きかけを行う必要がある。

3
　今後プロジェクトが行う調査により、より精度の高いデータが出るのを待つものである。
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３－２－２　成果 2 の達成状況

成果 2 各対象漁村に零細漁業地方評議会（CLPA）及び地方漁民委員会（CLV）4 が設

置され、各会の組織が強化される。

成果 2 指標 5 2-A-1 新 CLPA の組織と定款が決定され、法的承認が得られる。

2-B-1 水産資源管理の少なくとも 1 つの課題について協議され、それにかかわ

る活動が CLPA によって承認される。

（1）成果 2 に関連する活動の進捗状況

成果 2 の活動は、「2A：ロンプールとジフェールにおける CLPA の設立」と「2B：
CLPA の行政強化」に分かれる。

2A：CLPA 設立に関する、活動 2-1：メンバーの決定、活動 2-2：CLPA に関する啓発、

活動 2-3：CLPA 正式承認の支援という一連の活動は、ほぼ順調に進捗した。

ただし、次表３－８に見られるように、CLPA メンバーの決定や編成の過程で、十分に

その実施プロセスが関係者間で協議され、共通理解の下に進められてきたかについては、

疑問が残る。今後、活動 2-5 などを通して、検証が必要になると考える。

表３－８　CLPA メンバー編成のための準備会議の状況

地域にいる関係者数

（母数）

準備会議への

出席者数

関係者の母数から見て、

準備会議出席者選定プロセス

は許容できるか

賢　人
準備会議はなし。Chef de Poste に「知識と経験が

豊富な自分に CLPA に入るように」と依頼された。

現地の社会文化をかんがみた

選定方法と考えられ、許容範

囲と考えられる。

底刺し網

漁民
地域漁民のおよそ 8 割 4 人が参加

母数に比して、準備会議に参

加した代表者の数が少ないと

考えられる。どのように選定

されたかの検証が必要。

イカかご漁

漁民

21 の漁船があり、それ

ぞれ、4、5 人が乗って

いる。 
7 人が参加

漁船数と乗組員から考えると、

全体の約 3 分の 1 の関係者が

出席。どのように選定された

かの検証が必要。

地引網漁

漁民
9 漁船 8 人が参加

漁船数とほぼ同数で、許容範

囲。

4
　 CLV は正しくは comités locaux villageois （=committee local of village people） であり、地方漁民委員会の意味。プロジェクトでは、

この委員会制度が広く普及していないことをかんがみ、CLV ではなく、Groupement d’Interet Economique（以下 GIE、同じ経済

活動を行うグループ。同じ漁法を用いる漁民グループや仲買人、個人で作業を行う女性を中心とした水産加工業者のグループな

ど）を基にしたコレージュ（collège）を CLPA の小委員会（sous-commission = sub-committee）として位置づけている。
5
　 これらの指標は、新 PDM のもの（合同評価会議で新しい PDM の指標として設定されたもの）。旧 PDM 内の成果 2 の指標が評

価に適していないので、これらの指標を用いている。
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水産加工者

グループ（主

に女性）

不明。「多数」とのこと

（出席者発言）。

8 人が参加

（ジフェールとパラオそ

れぞれから 4 名ずつ）

どのように選定されたかの検

証が必要。

情報源：2011 年 1 月 11 日、ジフェールでの聞き取り結果

ここにみられる課題に関しては、実施プロセス、自立発展性の両方で扱う。

活動 2-2 の啓発活動は、次表３－９の左半分のセミナーが該当する。活動 2-4 と活動

2-5 に関しては、PDM の整理が必要であることが確認された（詳しい状況については、評

価グリッドを参照のこと）。

表３－９　CLPA 設立前のセミナーと設立後のメンバーへの研修

セミナー（Atlier） 研修（Formation）

期　間 日数 期　間 日数 

ロンプール 2010 年 5 月 21 日～ 24 日 4 2010 年 5 月 25 日～ 28 日 4 

ジフェール 2010 年 5 月 6 日～ 12 日 7 2010 年 5 月 13 日～ 16 日 4 
情報源： 中間報告書 第 11 章並びに、中間レビュー用準備資料。ただし、ロンプールのセミナーに関し、2 つの情報源で日数

に違いがあるので、中間報告書のものをとっている。
注： セミナーは CLPA 設立前に行われ、PDM 上は活動 2-2 に属する。研修は、設立後、CLPA のメンバーに対して行われ、

PDM の活動 2-7 に当たる。

2A の CLPA 設立に関して特筆すべきは、それぞれの対象村のみではなく、近隣村を

CLPA 設立に際して巻き込んだことであろう。次表３－ 10 に追加された村名を挙げる。

表３－ 10　CLPA 設立に関して追加された村

対象村 追加された村名

ロンプール Saré Dao

ジフェール Diakhanor、Palmarin-Ngounoumane、Palmarin-Nguethie、Palmarin-Ngallou、Sessene

ジフェールを中心とする CLPA はパルマランという村が多く含まれることから、パルマ

ラン CLPA と称されることになった。

2B：CLPA の行政機能強化に属する活動は、活動 2-6：CLPA 事務所の建設、活動 2-7：
活動と計画についての研修、活動 2-8：CLPA 資金調達支援、活動 2-9：活動計画及び予算

化支援、活動 2-10：進捗状況のモニタリングと評価である。

2B：CLPA の行政機能強化に関連し、中間レビュー調査団はまず、CLPA に期待される

機能について、「関係者の利害調整及び資源管理上の方策の協議及び承認する機関 （すな

わち意思決定機関）」6 であることを確認した。

これに従えば、2B に分類される活動のうち、2-6：CLPA 事務所の建設や、活動 2-8：資

6
　後述「４－２　調査中に確認された特記事項」の「４－２－１　活動主体　（ターゲットグループ）の確認」参照。
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金調達の必要性は低くなる。事務所は既存のものを活用し、協議を行うためには多くの

資金は必要ない。実際、プロジェクトでは、活動 2-6 は不必要として、実施しなかった。

一方、活動 2-8：資金調達支援に関して、活動状況や解釈に関し、次のことが確認された。

プロジェクト計画時における海洋経済省の説明では、漁船登録料を財源とした政府によ

る財政支援が実施されることになっていたが、これは実現していない。このことに関す

るプロジェクトとしての具体的な働きかけはこれまで行われていない 7。

収入創出活動は、もともと資源管理方策の実施によって経済的に負の影響を被った漁

民に対する収入の補完という意義づけでの導入が計画されていた。プロジェクトでは、

後述する活動 3-8 収入創出活動の魚粉プラントにおける収益の半分を CLPA の運営資金と

して納めることとし、同活動の運営母体となる水産加工業者の経済利益団体（Groupement 
d’Intérêt Economique：GIE）とその旨取極めを作成した。

こうした CLPA の機能と活動（資金調達も含む）に関しては、後述する「第５章　提言」

の「５－２－３　共同水産資源管理における主要関係者の役割と機能の定義」を踏まえて、

「５－２－２　各サイトにおける資源管理上の目的設定と支援方針（戦略）の策定」との

関連性を整理したうえで、CLPA の活動計画を策定（「５－２－１　計画的なプロジェク

トの実施」に関連）することが望まれる。

活動 2-7：CLPA メンバー対象の組織管理と活動計画の研修においては、CLPA 設立支援

を受けた 2 つの村を中心とした CLPA のメンバーに対して研修が行われた（上掲、表３－

９の右半分）。ただし、研修の内容は、CLPA の意義や資源管理の重要性についてであり、

プロジェクトから出ている報告書や関係者からの聞き取り結果からは、組織運営や活動

計画についての研修の実施は確認されなかった。

活動 2-7 のうち、CLPA の活動計画に関する研修が行われていないことに関連し、活

動 2-9：活動計画及び予算化支援に関しては、実務レベルでの進捗は確認できなかった。

CLPA のなかで、現在この役割を担っているのは、末端の行政官 Chef de Poste である。

活動 2-10 に関し、プロジェクトによる準備資料では、活動 3-10 と同じとされているが、

専門家に対する聞き取りでは、「実質的には、CLPA 組織化支援の現地再委託の枠組みの

なかでモニタリングも行っている」としている。今後、サイトごとのサブ活動計画表（PO）

を作成し、CLPA 活動に関し、何をモニタリングし、評価するのか、関係者間で認識を共

有したうえで、この活動自体についてモニタリングしていく必要がある。

（2）中間レビュー調査時点で得られた情報と指標による分析

指標 2-A-1：CLPA の設立に関連してみれば、ロンプールとジフェールにおいて、それ

ぞれ CLPA が設立され、法的に承認されており、求められている成果を達成したと判断で

きる。

指標 2-B-1：水産資源管理の方法に関して、プロジェクト支援の枠組みのなか、カヤー

ルを除く 3 つの CLPA が水産資源管理に関して協議を進め、その結果、次の成果の達成度

の検証でみるように、零細漁民関係者が自分たちで資源管理方策を決定するにいたって

7
　 これに関し、C/P は財務省の責任としているが、JCC の構成員に財務省関係者を入れる、あるいは、C/P のなかで中央レベルに

ポストをもつ者がこの課題に関して問題提起を行うなど、セネガル側での働きかけが特に必要な活動であると考えられる。
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いる 8。

（3）中間レビュー調査時点での成果 2 の達成度のまとめ

以上、指標 2-A-1、2-B-1 に照らし合わせて評価した結果、2 つの新しい CLPA が設立さ

れ、さらに既存 CLPA においても、水産資源管理の課題について協議が進んでいることか

ら、プロジェクトの働きかけにより CLPA の能力が強化され、成果 2 はほぼ達成しつつあ

ると判断する。ただし、成果の達成のためには、活動 2-8 や活動 2-10 など、プロジェク

トが関係者との共通理解の下に一層の能力強化やそのための支援を行う必要がある項目

も残っている。

３－２－３　成果 3 の達成状況

成果 3
零細漁業関係者の、地域レベルの水産資源管理能力及び漁業管理能力が強化され

る。

成果 3 指標 9 
3-4　共同監視体制の構築

3-5　地域のイニシアティブによりその地域に適した規定が策定されるか

3-6　上記規定の順守状況

（1）成果 3 に関連する活動の進捗状況

旧 PDM 上でこの成果 3 に属する活動は、3A：漁業管理支援と 3 B：収入創出活動の大

きく 2 つの活動群に分かれている 10。

3A に属する活動のうち、活動 3-1：漁業活動などに関する調査と活動 3-2：調査結果に

関するセミナーはそれぞれ完了している。なお、活動 3-2 のセミナーは、活動 3-7 と同時に、

各村 2 日かけ、2010 年 1 月に開催されている。

表３－ 11　2010 年 1 月のセミナー実施（活動 3-2 と活動 3-7）

村 期　間 参加者数 行政からの出席者数 

ロンプール 2010 年 1 月 7 日～ 8 日 50 4

カヤール 2010 年 1 月 18 日～ 19 日 40 3

ジョアール 2010 年 1 月 11 日～ 12 日 50 3

ジフェール 2010 年 1 月 14 日～ 15 日 50 3
情報源 : Project Document made for the Mid-Term Evaluation
注：各会議への参加者数はプロジェクト提出文書どおり。

8
　 カヤールに関しては、プロジェクトではカヤール漁業委員会（CPC） により実施されている自主的な資源管理を尊重するとして、

資源管理に関する支援を行っていない。
9
　 指標は旧 PDM のものから、適したもののみを選択している。指標 3-5 は、「各漁村の活動に関連して制定された規定数（Le 

nombre de mesures réglementaires instituées relativement à ces initiatives locales）とあるが、数ではなく、その地域に適した規定が決

められるかどうかを指標とすることにした。
10
　新 PDM では、収入創出活動に関する項目立てを成果 3 のなかでしていない。
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既に述べたように、カヤールでは、CLPA の設立前から存在するカヤール漁業委員会 
（Comité de Pêche de Cayar：CPC）によって行われている自主的な資源管理活動を尊重し、

プロジェクトとしては介入していない。今後、後述するように、自立発展性を増大させ

るため、あるいはその因果分析を進めるためにも、カヤールにおける自主管理に関して

参加型分析をすることが望まれる。

この成果 3 の中心活動ともいえる、活動 3-3：資源管理計画に関しては、協議に費やさ

れた日数（協議回数実績：ロンプール 8 回、ジョアール 13 回、ジフェール 7 回、中間報

告書より）からもうかがわれるように、関係者間での協議にプロジェクトが時間をかけ

て進めている。実施プロセスの検証や自立発展性の箇所でも述べているが、このことが

漁業関係者にとって、規定は自分たちで決め、自分たちで守るものである、という「オー

ナーシップ」を醸成することにつながっていると考えられる。

活動 3-4：資源管理計画の実施の支援に関しては、次表３－ 12 にみるような一連の活

動が行われた。

表３－ 12　プロジェクトにより実施された、活動 3-4 に属すると考えられる活動

活　動 対象村 参考文書

①
底刺し網（モノフィラメ

ント）試験
ロンプール、Saré Dao 村 Int/R　第 3 章

② 広域資源管理
ジョアールとシンディアで開始、

ンブール県内で拡大

Int/R　第 5 章、

2010 年 10 月、11 月月報

② -1 コンセンサス会議 上記、広域資源管理の対象村
Int/R　第 5 章のうち、p.26
～ p.28

② -2
マダコの産卵用タコ

つぼ製作と沈設
上記、広域資源管理の対象村

Int/R　第 5 章のうち、p.29
～ p.30

③ 貝殻漁礁 ジョアール Int/R　第 6 章

④ 底刺し網試験 ジフェール Int/R　第 7 章

⑤ モンゴウイカ人工産卵床 ジフェール Int/R　第 8 章

Int/R：Interim Report（中間報告書）

これらのうち、② -1 を除いた活動群はすべて、「科学的」「技術的」な調査や支援となっ

ており、この活動 3-4 にある「共同漁業監視、法制化を通し、法的・科学的・技術面から

支援する」のうち、「法的」についてはこれまで活動があまり行われていないことになる。

また、違法漁具である①底刺し網（モノフィラメント）試験が行われたことに関して、

合同評価委員会がその取り扱いについては慎重にすべきと提言した。これは、第４章の「４

－１－４　インパクト」で扱う。

表中、②広域資源管理に関しては、上記成果 1 の枠組みでなされる活動 1-3 に関連して

既に述べたが、同地域で資源管理活動を行っている世銀プロジェクトとの関係に問題が
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あるだけではなく、行政との関係からも問題がある、との指摘があった 11。このことからも、

この活動の枠組みのなかで取り扱う内容か否かの問題とともに、実施プロセスで、行政

を含む関係者とより綿密な合意形成のプロセスを経ることの重要性が示唆される。

3B に属する活動中、活動 3-6：社会経済調査と活動 3-7：同調査結果の報告のワーク

ショップの開催は、完了した。調査結果は進捗報告書にすべて挙げられており、報告の

ためのワークショップは、上述の活動 3-2 による資源管理に関する意識調査の結果ととも

に実施された（表３－９参照）。

活動 3-8 収入創出活動（AGR）に関しては、現時点では次に見るように、大きく 2 つの

グループに分かれる。

①　2010 年度に AGR が開始されたカヤールとジョアール

②　現在まだ活動計画が協議されているロンプールとジフェール

これらのうち、1 つ目のグループに当たる 2 つの村では、次表３－ 13 に示すように活

動が行われている。

表３－ 13　COGEPAS の枠内で現在実施中の魚粉プラント

対象村 カヤール ジョアール

活動状況 現在は休止中（原料不足） 展開中

住民負担 原　料 原　料

事業計画 特になし （不明 *）

市場意識 特に観察された点はなし ・50kg の袋に加え、10kg と 15kg の袋を作成

情報源：1 月 8 日、10 日の現地訪問による聞き取りと観察

注（
＊
）： ジョアール訪問時、魚粉プラントにいたのは雇用された男性 2 名のみで、女性グループの話は聞けなかった。また、

CLPA の会議に女性の参加がなかった。なお、男性たちは、給与や日当を女性グループからまだ受けていないと述
べていた。

収入創出活動に関しては、次の 2 点が考慮する点として確認された。

第一に、収入創出活動の位置づけについて、当初のプロジェクト計画では、収入創出

活動は、水産資源管理活動により引き起こされる漁獲量の減少や収入減に対する保障

（Compensation）の手段として導入された。しかしながら、中間評価時点では、上記のように、

2 村の女性グループがともに収益の半額を CLPA の活動資金への提供を約束しており、収

入代替としての機能としての収入創出活動としての意味合いは弱まっている。

この活動 3-8 収入創出活動に関しては、後述する「第５章　提言」のなかの「５－２－

２　各サイトにおける資源管理上の目的設定と支援方針（戦略）の策定」を踏まえたう

えで、該当するサイトの優先課題やテーマを受けて行う必要があり、新 PDM では、必ず

しも実施を義務づけるものではない、と変更している。

第二に、海洋経済省の中・長期的な計画との関係での活動や手段の選択についてであ

11
　 聞き取り調査（2011 年 1 月 10 日）で、現場で活動する CLPA ジョアールのメンバーから、「関係者と広域化の方法に関しての

協議をしてほしかった。ンブール県とプロジェクトの間でも、コンセンサスがとられていない。地域間での Collaboration とい

えば聞こえは良いが、実際のところは、それほど単純なことではない」という発言があった。
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る。魚粉プラントに関しては、合同評価委員会で、省の戦略では、今後鮮魚流通を促す

ために低温流通網 （コールド・チェーン）の整備に注力する旨の発言があった。これは、

魚粉の原料となる燻製魚残渣の確保が今後難しくなる可能性を示唆している。魚粉生産

の事業は、今後その規模拡大に関してはより慎重に対応する必要がある。また、その席

でも、省内の関係部局との情報交換やアドバイスを求める必要性や合同調整委員会（JCC）
における協議の重要性が述べられた。

（2）中間レビュー調査時点で得られた情報と指標による分析

指標 3-4：共同監視に照らし合わせると、ロンプールの CLPA では、共同監視を行う小

委員会の活動が活発であるなど、一定の達成を示す地域がある一方で、関係者間で監視

やそれに関する活動状況が違う村も見られる。

指標 3-5：規定の策定では、指標 3-5 は、「各漁村の活動に関連して制定された規定数 12」

とあるが、数ではなく、その地域に適した規定が決められるかどうかを指標とすること

にした。プロジェクトで水産資源管理の支援を行う 3 村 13 では、それぞれ、地域のイニシ

アティブを尊重して、2010 年 11 月から 12 月に規定が策定された。

指標 3-6：規定の順守に関しても、地域により違いがある。CLPA、他の漁業関係者や行

政関係者などに対する聞き取りにより、次のような状況が明らかになった。

①　ロンプールでは、CLPA 関係者によれば、CLPA が採択した規定は 100％の率で守ら

れている（1 月 8 日聞き取り）。規定に反する 30-32-36 mm 目合の網は、漁民から放棄

され、CLPA の監視小委員会のメンバーにより集められた。

②　ジョアールでは、CLPA メンバーによれば、CLPA 設立前から漁民の間での取極め

があり、今回の CLPA の規定順守に関して問題は一切なかった。問題があるとすれば、

移動漁民であるとされている。

③　ジフェールでの聞き取りのための面談では、CLPA が採択した目合に関する規定 14 を

すぐに守るべきという意見と、まだ 40mm 目合の網が使える間は使いたいという 2 つ

の意見に参加者が分かれた。

（3）中間レビュー調査時点での成果 3 の達成度のまとめ

関係者により取り組みに違いはあるが、成果 3 はある程度達成しつつあるといえる。し

かしながら、プロジェクトの実施プロセスと照らし合わせてみると、関係者からも指摘

があったように、投入や活動増加の妥当性や、その決定に関して、省の政策や戦略など

についての情報収集や情報交換、諮問の機会の確保などで問題がみられる。また、行政

側だけでなく、同じ地域で資源管理活動を展開している関係者との情報交換、再委託契

約で行われる活動についてモニタリング結果の共有など、課題も多く残されている。こ

れらの課題については、実施プロセスの検証並びに、第４章の「評価結果」でも扱うこ

ととする。

12
　PDM 原文：Le nombre de mesures réglementaires instituées relativement à ces initiatives locales

13
　 プロジェクト対象村落 4 村のうち、カヤールについては住民自身による水産資源管理のイニシアティブを尊重し、プロジェク

トとして介入していない。
14
　ジフェールを含むパルマラン CLPA の規定では、目合サイズ 46mm 以上の網を使うとなっている。
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３－３　プロジェクト目標の達成見込み

（1）プロジェクト目標達成見込みを判断するための指標

成果に対する指標同様、旧 PDM のプロジェクト目標には複数の指標が設定されているが、

プロジェクト目標の指標としては不適切と判断された。そのため、合同評価委員会により設

定された PDM（以下、新 PDM）の指標を用いて評価した。

プロジェクト

目標

対象漁村において、零細漁業関係者及び行政による水産資源の共同管理が零細漁

業関係者主体で確立される。

プロジェクト

目標の指標

（1） 各対象漁村において、最低 1 つの資源管理活動が CLPA で承認され、零細漁

業関係者により実施される。

（2）X％以上の零細漁業関係者が資源管理活動に（継続的に）参加している。

（2）中間レビュー調査時点で得られた情報と指標による分析

プロジェクトでは第３章「３－２　成果の達成状況」のように、対象地域のアクターに対

して資源管理の必要性についての啓もう（成果 1）、地域の関係者代表による資源管理に関

する意思決定機関としての CLPA の組織化や能力強化（成果 2）、そのうえで各 CLPA を中心

としての資源管理のための規定の策定やその他の管理活動 15 の計画や実施（成果 3）を通して、

関係者による水産資源共同管理の確立をめざす。

課題は残されているものの、それぞれの成果の達成状況は、中間評価の時点としては良く、

阻害要因への対処が良ければプロジェクト目標の達成見込みも良くなることが期待できる。

ここではまず、成果の達成状況、成果達成に至るための現地での活動実績、さらには現地

調査で明らかになった実施プロセス上の課題を踏まえたうえで、新 PDM の 2 つの指標に照

らし合わせて、プロジェクト目標の達成見込みを予測する。

1）共同資源管理の計画と実施

中間レビューまでの時点で、プロジェクトの支援により直接漁業に関係する資源管理

活動を始めた CLPA は次表３－ 14 のように、3 つある。

表３－ 14　各対象村における水産資源管理状況概要

対象村
プロジェクトの支援による水産資源の共同管理

（中間評価時点での観察）

ロンプール
漁民の主体的な働きかけにより 2 つの資源管理方策－刺し網目合の制限

（40mm 以上）、刺し網総反数の 10％削減－を策定した。

カヤール プロジェクトによる直接的な資源管理活動支援は特になし

15
　旧 PDM には、さらに、規定順守による漁獲や収入減に対する保障のための収入創出活動も含まれていた。

16
　 プロジェクト月報（2011 年 11 月）では、ジョアールにおいても目合制限に関する規定を住民が策定した旨が記載されているが、

現地調査時中、CLPA 会議出席者などから、資源管理に関する取り組みについてこれに関する発言がなかったため、この表中に

入れていない。
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ジョアール
隣接 CLPA と資源管理方策（マダコの禁漁期設定）の調和化。調査実施時

点で１カ月施行済み 16。

ジフェール

（パルマラン CLPA）
漁民の主体的な働きかけにより刺し網目合の制限（46mm 以上）を策定した。

注： 既に複数回述べているが、カヤールでは、プロジェクトの介入がないうちに既に資源管理活動が開始されていた。プロジェ
クトでは、そのイニシアティブを尊重し、カヤールでの直接的な資源管理活動に関しては介入しないこととした。

これに見るように、プロジェクト目標の指標（1）「各対象漁村において、最低 1 つの

資源管理活動が CLPA で承認され、零細漁業関係者により実施される」は、中間レビュー

の時点である程度達成されているといえる。

一方、次の点が課題として残されていることを合同調査委員会では確認した。

まず、各サイトにおける資源管理活動に関して、水産資源や漁業活動の現状分析とそ

の結果に基づく資源管理上の課題の検討、活動実施戦略の確認などが整理されていな

い。

そのため、上記の活動 3-4 の例に見るように、対象地域の課題とは直接関係のない資

源管理活動が導入・実施されている（詳しくは、「表３－ 12　プロジェクトにより実施

された、活動 3-4 に属すると考えられる活動」とそれに関する記述を参照）。これは、

後述する「３－５　実施プロセス」の「（4）行政機関とのコンセンサス」や「（5）JCC
の活用」「（6）モニタリング」に関する課題とも関係している。

これらのことが、後述するように効率性を低めるとともに、アクター（零細漁民と行

政）主体で行う資源共同管理、というプロジェクト目標達成の第一段階としての、アク

ター間の対象地域の水産資源管理の課題の共通認識と共同管理のニーズの共有に至っ

ていない。

これらの状況を踏まえ、合同評価委員会は、｢ 各サイトにおける資源管理上の目的設

定と支援方針（戦略）の策定」（第５章　５－２－２）を提言している。

2）関係者の資源管理活動参加率に関する予測

異なる関係者の資源管理活動参加の率を高め、彼らがプロジェクト終了時の時点まで

資源管理活動を継続するようにするには、まずは、各サイトの関係者に関する情報を、

前述した各サイトの課題とともに、整理する必要がある。

本調査では、次に述べるような関係者の分析を踏まえた関連活動の実施事例も確認さ

れた。例えば、ロンプールでは、隣村のサレ・ダオ（Saré Dao）村にゲンダール人 （移

動漁民）のコミュニティがあることに注目し、CLPA や資源管理活動にこのサレ・ダオ

村も巻き込むことにした。このことにより、ロンプールの漁場に来る移動漁民も資源管

理活動の枠組みに組み込まれることとなる。その結果、彼ら移動漁民も参加型共同監視

の対象に含まれる。後述するように、サレ・ダオ村の組み込みは、プロジェクトの効率

性を下げる 1 つの要因となってはいるが、プロジェクト目標達成の阻害要因の 1 つ、移

動漁民の問題を取り除いているという側面もある。

さらに、CLPA の共同監視小委員会が、漁業関係者の順守状況を監視し、目合サイズ

の確認や刺し網 10％削減に向けた網拠出のために漁業関係者に直接働きかける機能を

もっているということが、自主規則の実行性を高める結果になっている。また、目合サ
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イズに関しての規則を守らない場合の罰則を 3 段階に分けて設定してあることから、上

に述べた監視の状況と相まって 100％の規定順守と CLPA が述べる状況を生みだしてい

ると考えられる。このような状況下、ロンプールにおけるアクターの参加率は、高く保

たれることが予測できる。

カヤールでは、既述したように、カヤール漁業委員会（CPC）による水産資源管理活

動が実施されていることを尊重し、プロジェクトでの介入を抑制している。プロジェク

トでは、周辺村への啓もう活動にカヤールの優良事例を分析し （Int/R の p.18 ～ p.23）、
その結果を今後活用するとしている 17。ここでの分析作業は、プロジェクト専門家によっ

て行われたが、こうした分析作業は外部者のみで行うのではなく、活動の当事者（カヤー

ルの住民）の参画を求めて実施した場合、カヤールの関係者が自らの「成功」の理由を

より正確に認識することになり、彼らの資源管理普及活動の人的リソースとしての資質

の向上につながると考えられる。こうした「参加型」の分析やその結果の関係者との共

有が今後促進されると、資源管理活動の自立発展性（すなわち住民の高い参加率）を担

保する体制の確保にも寄与するものと考えられる。

また、プロジェクトでは、カヤールにおける女性グループによる収入創出活動の支援

を行っている。1 月 8 日の聞き取りに出席した女性グループは、国連食糧農業機関（FAO）

や国連開発計画（UNDP）などの支援を受けていたことが明らかになっている。収入創

出活動で研修に参加した女性は 5 名と限られているところ、前述成果 2 に関連しての

CLPA のコレージュ選定の問題同様、いかに関係者間の公平感を保ちながら対象女性グ

ループを選出（選出は研修の再委託先が支援）したかが問われるとともに、今後、研修

を受けた 5 名の女性の活動を、カヤールの資源管理活動や他の女性たちの活動と連携、

協働させていく必要がある。この点が明らかにされない限り、プロジェクト目標の指標

2 の達成度合いは、プロジェクト終了時に計測困難となる。また、カヤールの場合には

CLPA の組織強化や資源管理活動に直接介入していないことから、プロジェクトの直接

裨益者や活動の対象者がどの範囲となるのかについても、あらかじめ検討し、特定して

おく必要がある。

ジョアールにおける活動では、プロジェクトは、周辺村を巻き込んでの、「広域資源

管理」活動を既に開始している。この状況に関し、合同評価調査団は、プロジェクト支

援の枠組みのなかで、対象村であるジョアール以外の村に活動対象を拡大し、活動 3-4
にあるような一連の活動を支援することの妥当性を検討した。

ジョアールは行政区分上「村」となっているが、その人口は 4 万を超え、CLPA にメ

ンバーを送る経済利益団体（GIE）だけでも 70 を超える大きな対象地域である。プロジェ

クトでは、ここに更に、9 つの村から成る CLPA シンディアや、県都であり大きなンブー

ルの CLPA をも巻き込むことを計画している（Int/R 第 5 章）。2010 年度の活動では、シ

ンディアとの共同資源管理のためのコンセンサス会議や、上記の活動 3-4 の一連の活動

が開始された（詳しくは、「表３－ 12　プロジェクトにより実施された、活動 3-4 に属

すると考えられる活動」）。

プロジェクトのいうところの「広域資源管理」は、換言すると資源管理上意味のある

17
　プロジェクトでは、啓もう普及活動にカヤール関係者を人的なリソースとして活用したいとしている。
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「くくり」を検証する 18 ことであり、その重要性を否定するものではない。しかしなが

ら、4 つのサイトを抱えるプロジェクトの投入資源には限りがあること、そして対象サ

イトのジョアール単体でもプロジェクトの活動成果を定着させるのは容易ではない規

模であることにかんがみると、これ以上の活動対象地域の拡大は慎重に取り扱う必要が

ある。プロジェクト対象地域の拡大は関係者の関連活動への参加率の確保にも影響を及

ぼすことを考慮する必要があろう。

ジョアールでは、「（6）モニタリング」で後述するように、関係者による資源管理活

動のモニタリングを支援する必要性とプロジェクト活動に関するモニタリングの重要

性が指摘されている。こうした活動への支援が実施されることで、より精度の高い「関

係者の参加率の推定」を実施することができる。

（3）中間レビュー調査時点でのプロジェクト目標の達成度見込みのまとめ

プロジェクト目標は、3 つの成果の達成状況からプロジェクト期間中に達成できる可能性

が高い。しかしながら、その前提には、上で述べたように、各サイトでの資源管理上の課題（目

的）の設定や関係者の整理、実施プロセスに関する課題の解決、特に、プロジェクト対象地

域内外での活動を明確に区分したうえで、関係者との綿密な情報共有・合意形成のプロセス

を確保し、彼らとの共通理解に基づいて今後の活動を進める必要がある。

３－４　上位目標への貢献度（見込み）

上位目標
零細漁民及び行政による水産資源の共同管理モデルが、漁民主体で沿岸漁

村に普及される。

上位目標の指標 共同資源管理活動を新たに実施した漁村数

プロジェクトでは現場レベルでの活動に焦点を当てて進め、広く一般への情報発信にも努めて

きた一方で、省内での他局の関係者の JCC 関与や局が管轄する他機関による事業との情報交換

など、他地域で展開するための方策に関しては、現時点では十分といえない。

特に、国、州、県レベルでの行政機関でのプロジェクト関係者の果たすべき役割についての精

査が済んでいないことが、現時点での上位目標の達成予測を低める結果となっている。

プロジェクト成果が他の地域へ波及するという上位目標を達成するためには、上位の行政機関

の関与が不可欠であり、ここに JCC の重要性が示唆される。現時点では、上位目標への貢献度

の見込みはあるものの、プロジェクト目標達成見込み同様、今後のプロジェクト実施プロセスに

関連する項目（行政や他機関との連絡や協議、JCC の活用）での進捗が、上位目標での達成度を

左右する大きな鍵となると考えられる。

18
　 例えば「村」単位で決めた資源管理上の取極めは、他の漁村から来る漁民の活動を拘束しない。ここに、村レベルで資源管理

活動を行うことの制度的限界がある。ところが、「県の条例」などで法制化された取極めは、どこの漁民であろうと県の規定し

た地域におけるすべての漁業活動を規制することができる。
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３－５　実施プロセスの検証

既に述べたように、3 つの成果はそれぞれ、達成に至りつつあり、プロジェクトは、中間レビュー

の時点としてはおおむね良い進捗状況を示している。実施プロセスの検証結果は、成果の発現理

由を裏づける半面、課題の存在も示唆している。

（1）C/P の定義と関係者の役割の整理

「表３－５　C/P の配置概要」で具体的に示したように、C/P の定義がプロジェクト期間中

に出されている文書上だけでも 3 通りあり、一定していない。

また、行政官や CLPA、その構成員である経済利益団体（GIE）などの役割について、ま

だ整理がなされていない。これらのことは、このあと述べる技術移転や面的展開の面で、促

進を妨げるだけではなく、場合によっては阻害要因となることも考慮に入れる必要がある。

詳しくは、以下の（2）技術移転、（4）行政機関とのコンセンサス、（5）JCC の活用の各項

を参照のこと。

（2）技術移転

末端の行政官である Chef de Poste を含む漁業関係者に対する能力強化は、本邦研修の参加

者 7 名中 6 名が現場レベルの関係者であること（「表３－２　本邦研修に参加した地方 C/P
の所属」参照）からも示唆されるように、「ボトムアップ ｣ の取り組みがなされている。そ

のなかでも、村別に見ると、ジョアールで 3 名、ジフェールで 2 名の C/P が本邦研修に参加

している一方で、ロンプール担当者はいまだ本邦研修を受講していない（表３－２）。

第４章の「４－１－３　効率性」で述べるが、C/P の派遣は、計画当初よりも MM にして約 4.8
倍に増大されており、今後それにより得られた知見の活用をいかに現場で生かしていくかが

問われる。

（3）現場関係者の意見の尊重

プロジェクトでは、対象村で行われる会議などで参加者の意見を尊重して進めている。特

に、活動 3-3：資源管理計画の策定など、関係者の協議に長い時間をかけて進めている。こ

れにより、水産資源の共同管理で大切と考えられるボトムアップの方向性が浸透しており、

C/P である Chef de Poste からも、その旨の発言があった（例えば、1 月 11 日、ジフェールで

の聞き取りで、「CLPA での Chef de Poste の役割は、ファシリテーターである」とのコメント）。

このことが、「自立発展性」で述べるオーナーシップの醸成に良い影響を与えていると考

えられる。

（4）行政機関とのコンセンサス

ジョアールを中心とする広域資源管理に関連し、周辺村を巻き込むことについて、県の行

政との間で共通理解がとられていないことについて、CLPA のメンバーから指摘があったこ

とを、具体的な発言を引用して既述した。

プロジェクトでは、他機関との活動の調整は、行政機関（海洋漁業局）の責任としている

（2010 年 10 月月報中、2010 年 10 月 7 日（木）にダカールで行われた共同資源管理セミナー

についての報告書内、世銀との連携が必要との指摘に対してのプロジェクト側の回答）が、
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その行政機関とプロジェクトの間で、共通理解がとれていないという指摘が、現場関係者か

らあったことは傾聴に値する。

広域資源管理に限らず、水産資源共同管理の推進のためには、行政機関との協働、協力関

係が大切になってくるが、上記（1）関係者の役割の整理を踏まえたうえで、コンセンサス

をとり、そのうえで初めて、協働、協力関係を築くことができるという点に、次に挙げる（5）
JCC の活用との観点同様、今後、留意して進める必要がある。

（5）JCC の活用

本プロジェクトで JCC に当たる、運営委員会（Comite de Pilotage）は、海洋経済省海洋漁

業局（DPM）組織のなかの国、州、県レベルでの C/P から成る、垂直構造といえる。国内 5
カ所の海洋保護区の管理を担当する共同水域局（DAC）を除き、省内の他の局は含まれてい

なかった。

第 2 年次より C/P の 1 人が議題の準備やプレゼンテーションの一部を担うようになってき

ており、プロジェクト活動についての情報の共有と承認のために機能してきた。ただし、現

場レベルでの事柄について協議が多くもたれる傾向にあり、次に述べるような、JCC 本来の

機能を果たしてきたとはいえない。

例えば、広域資源管理の計画が出されたとき、JCC やその委員たちから、同じ地域で活動

する開発パートナーとの調整を行うというイニシアティブが発現しなかった。

また、ロンプールにおけるナイロン・モノフィラメントの試験についての提案が第 2 回

JCC（2010 年 2 月 9 日）でなされたとき、それについてセネガル側から法的な面での発言があっ

た様子が議事録からは推察できるものの、十分に協議されたとはいえない。

このことが、第４章に述べるように、プロジェクトの効率性、インパクトや自立発展性を

低める要因となっている。

（6）モニタリング

プロジェクト専門家の活動のうち、かなりの長い時間が現地活動のモニタリングに使われ

ている （例えば、2010 年 10 月月報、同年 11 月月報）が、一方で、プロジェクトでは、プロジェ

クトの活動をモニタリングするシステムをセネガル側と共有してこなかった。

具体的な事例を挙げると、中間レビューの時点まで、PO が作成されていなかった。また、

JCC において PDM やそこに記載のある活動や成果の記載を活用して協議してこなかった。

こうしたプロジェクト運営管理上の道具（PDM、PO）の未活用は、活動の進捗状況や活

動の妥当性の検討をモニタリングするという行政側や JCC の機能を十分に発揮させずに来

ているひとつの要因となっている。

また、既に第３章の投入の検証と各成果を産出するための活動の検証でみているように、

成果やプロジェクト目標に直接結びつかない投入や活動が行われてきた要因ともなっている

と考えられる。これについては、第４章の効率性で考察する。

プロジェクトでは、現地レベルの活動の多くを再委託契約や特別傭人契約で実施している。

これらについてのモニタリングも、再委託先や雇用された者とプロジェクトのみが行うので

はなく、セネガル側の行政官とともに、プロジェクト関係者の枠組みのなかで各活動項目に

ついて責任者を決め、こうした活動を適切にモニタリングする必要がある。このモニタリン
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グには、上に述べた PO やサブ PO の存在が大いに役立つことも、ここに明記しておく。

中間レビュー調査のなかで、複数の行政官から質問やコメントがあったのは、活動対象

者の選定プロセスについてのモニタリングの必要性である。既に、成果 2 の CLPA の組織

化に関連して、「表３－８　CLPA メンバー編成のための準備会議の状況」で述べたように、

CLPA メンバーの決定や編成の過程でその実施プロセスが関係者間で協議され、共通理解の

下に進められてきたか、活動 2-5 などを通して、今後検証が必要になると考える。

（7）広　報

プロジェクトからの報告 （Int/R や中間レビュー準備資料）では、さまざまなメディアを活

用してのプロジェクトに関する情報発信を、活動 1-4：啓発活動として位置づけている。し

かし、対象が対象村の漁業関係者ではなく、一般視聴者に向けられたウェブサイトや、マス・

メディアを活用しての情報発信、またニュースレターの発行、配布などは、資源管理の啓発

活動ではなく、プロジェクトの広報活動としてとらえるべきものも含まれている。プロジェ

クトの報告書においては、プロジェクトの直接的受益者（漁業関係者）を対象とした啓もう

普及活動とプロジェクトの広報活動は区別して記載する必要がある。
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第４章　評価結果

４－１　5 項目評価

以下の評価結果は、第３章で述べた、プロジェクトの進捗状況と実績を踏まえて判断した結果

である。

４－１－１　妥当性 
次に挙げる各点から、プロジェクト開始当時同様に高い妥当性を有する。

（1）ニーズとの合致

セネガルの水産業は、社会経済の両面で大きな役割を担っている。水産物は、輸出総

額の 32％を占めるとともに、国民が摂取する全動物性たんぱく質の約 70％を占めるとい

われる。また、約 20％の国民の雇用は、何らかの形で水産業に関係するといわれる。本

プロジェクトが、漁業者の 80％から 90％を占めるといわれる零細漁業関係者を対象とし

ている点では、対象群の選定も適切である。

（2）セネガルの政策や戦略との整合性

セネガルでは、海洋漁業法の実施にかかわる省令のなかで、CLPA が水産資源管理で重

要な役割を果たすと位置づけられている。同法 9 条では CLPA が、異なる漁法を用いる漁

民とコミュニティの間での紛争を軽減、制御する役割をもつと明記されている。

共同管理については、「漁業・養殖セクターにおける政策書簡」のなかで、「漁業地域

において漁民コミュニティとともに漁業の共同管理の地域イニシアティブを発展、促進

させるために、アクションをとる」とある。

一方、ロンプールにおけるナイロン・モノフィラメント網の試験にかかわる提言内容

など、法的にも政策的にも省の方針と合わない活動があったことも否めない。この点に

関しては、「第３章　３－５　実施プロセスの検証（5）JCC の活用」などの観点から、今

後より適したアプローチをプロジェクトが採択するように、関係者間での共通認識を醸

成していく必要がある。

（3）JICA の経験と支援方針

本プロジェクトは、JICA により 2003 年から 2006 年に実施された「セネガル共和国漁

業資源評価・管理計画調査」と継続性を有した内容で実施されている。同調査では、水

産資源の減少という課題を解決するためには零細漁民による共同資源管理が有効である

としている。

本プロジェクトがめざす水産資源の共同管理は、JICA の水産課題別指針の「開発戦略

目標 3：水産資源の保全管理」という協力の方針に一致している。さらに、本プロジェク

トがとる零細漁業の関係者と行政側による共同管理を住民の収入向上活動とともに考え

ていくというアプローチは、同指針のなかの、「資源管理に配慮した持続的沿岸漁業」や「零

細漁民を対象とした（中略）『漁村開発』を通した貧困削減」という、アフリカ地域にお

ける水産協力重点分野とも整合性が高い。
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４－１－２　有効性

次の観点から、本プロジェクトの有効性は高いといえる。

（1）プロジェクトのデザイン

漁業コミュニティ一般に対する啓発活動、資源管理活動に関する意思決定機関である

CLPA の設立と能力強化支援、CLPA に代表を送っている職業別グループや漁民グループ

に対して現場レベルでの水産資源管理のための能力強化を行うという 3 つの成果の産出

を通して「零細漁業関係者及び行政による水産資源の共同管理を確立する」というプロ

ジェクト目標を達成させるという構成は、活動ごとの支援対象の設定が適切であり、段

階的かつ効果的なデザインとなっている。

（2）成果とプロジェクト目標の達成の見込み

「第３章　３－２　成果の達成状況」で検証したように、プロジェクトの 3 つの成果は、

比較的良い達成状況を示しているとともに、新たに設定したプロジェクト目標の第一の

指標（共同資源管理の計画と実施）にかんがみても、プロジェクト目標を達成する見込

みが高い。

（3）阻害要因に対する対策

一方、今後もプロジェクト目標で扱っている共同資源管理が継続して行われるかにつ

いては、既に、プロジェクト目標の第二の指標に照らし合わせてみたように、いくつか

の阻害要因の存在が確認されている。

プロジェクトでは、県レベルの行政機関の関与や複数村による CLPA の設立など対応策

を進めているが、これらの方策が関係者（行政組織と漁業関係者）との共通理解のうえ

に計画・実施されていくことが肝要である。プロジェクトでは、本来、行政組織が担う

べき役割（協議の場の設定や住民への働きかけ）をプロジェクトの専門家や再委託先が

代替して実施している事例も観察された。

行政と漁業関係者との共通認識の下で行う共同資源管理という観点からは、ジョアー

ルの CLPA 関係者からの指摘（既述）のように、まずはプロジェクトと行政の間でコンセ

ンサスをとる必要がある。その点からも、実施プロセスで述べたように、村や CLPA ごと

のサブ PO を策定し、それぞれの地域の課題に即した解決策を、セネガル側との共通認識

のうえで進めていく必要がある。

４－１－３　効率性

以下に述べる観点から、プロジェクトの活動とプロジェクト目標達成までの効率性は、中程

度であると判断できる。

（1）活動の未実施、追加、変更とそれに伴う投入の変更

プロジェクトでは、現地状況をかんがみて、当初の計画になかった投入や対象とする

地域の拡大を行っている。上掲の「表３－ 12　プロジェクトにより実施された、活動 3-4
に属すると考えられる活動」にある計画外の活動のなかには、限られたプロジェクト期
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間中に行う必要性が認められないものも含まれている。

例えば、② -2：マダコ産卵用タコつぼ製作・沈設や⑤モンゴウイカ人工産卵床の各活

動などは、各サイトごとに設定された課題との関連からその実施妥当性の検討が十分に

行われていなかった可能性を示唆している。

同様に、プロジェクト資金や人員などの限られた資源をいかに有効利用するかも問わ

れるが、ローカルコストのみを見ても、2 年間で既に 425 万円余の計画外の支出がなされ

ている（表３－４）。なお、この表から観察されるように、経費の面でも、ジョアールと

ジフェールへの投入が他 2 村に比べ 2 倍以上と格段に大きい 19。このことは、これらの村

で広域資源管理や複数村での CLPA 組織化や能力強化が行われていることに起因している

が、これらの PDM になかった活動の導入に関して、効率性からの判断もなされるべきで

あったと考える。

（2）資機材の現地調達とローカルコストによる支出

プロジェクトでは、現地で調達可能な資機材を利用するようにしてきた。このことで、

日本で調達するよりは、費用対効果が高くなっている。

しかしながら、既に述べたように、ローカルコストの大部分は、再委託契約や特別傭

人費に充てられている。このことと先方実施機関のプロジェクトへのあるべき関与につ

いては、自立発展性ともかんがみて判断する必要があると考えられる。

（3）人的要因：C/P の配置、異動、研修参加

既に述べたように、プロジェクトによる C/P の定義は一定していない（表３－５　C/P 
の配置概要の左半分）。加えて、同じ表で示したように、C/P やその指導・監督にあたる

人員の異動も多い。これは、プロジェクト対象地域外への波及性を考えれば、インパク

トの高さを担保するひとつの要因となり得るものの、短期的技術移転という観点からは、

低い効率性を示唆する。

なお、上の経費の面からも述べたが、C/P の本邦研修の派遣においても、地域間格差が

ある。ロンプール関係者からは 1 人も派遣されていない半面、ジョアール関連では 3 名、

ジフェールからは 2 名が派遣されている（表３－２　本邦研修に参加した地方 C/P の所

属）。

４－１－４　インパクト

現時点では中程度と予測する。改善の余地は大きく残されており、今後の展開によっては、

より大きなインパクトを期待できる。以下、その理由を記す。

（1）面的展開のための行政の関与

既述のように、共同資源管理確立に関連する国、州、県レベルでの行政機関でのプロ

ジェクト関係者の果たすべき役割についての精査が済んでいない。そのため、上記「第

19
　 村の規模や直面している資源管理上の課題も異なるプロジェクト対象の 4 村に対して、均一的にプロジェクトの投入を行うべ

きといっているわけではない。
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３章　３－４　上位目標への貢献度（見込み）」に記しているが、行政の関与は、他地域

での展開を担保するための方策に関しては、現時点では十分といえない。今後のプロジェ

クト実施プロセスに関連する項目（行政や他機関との連絡や協議、JCC の活用）などが、

行政の本来もつ機能を生かし、いかにインパクトを高めるかの大きな鍵となってくると

いえる。

（2）現地レベルでの周辺への拡大

「広域資源管理」の枠組みのなかで、資源管理方策の調和化の対象となる周辺村を、プ

ロジェクトでは「準対象村」と呼称している。本評価報告書における提言（第５章で後述）

を受けて、今後、プロジェクトによるこれら準対象村に対するかかわりは間接的なもの

となると考えられるが、これらの村で行われる共同資源管理の進捗は、プロジェクト活

動によるインパクトの発現ととらえることができる。

４－１－５　自立発展性

次に述べる観点から、自立発展性は中程度と判断できる。

（1）CLPA の機能

本中間レビューにおいて、プロジェクト活動の主要なターゲットグループとなってい

る CLPA が、共同資源管理を実施するうえにおいて重要な役割を担っていることが再確認

された。一方、CLPA の資金源としては、漁船の登録料を財源とした財政支援があること

になっているが、実際にはこうした支援は実施されていない。今後、CLPA が現場でどの

ような活動を担い、どの程度の活動資金が必要となるのか、あるいは、資源管理に関す

る規定策定など協議のみが期待される機関であり資金の調達は必要ないのかにつき見極

めていく必要がある。

（2）行政のかかわり

既に述べたように、国、州、県と多層構造になっている行政機関とその人員が、水産

資源の共同管理のなかでどのような役割を果たすことが求められているかについて、プ

ロジェクトでは整理が済んでいない。そのため、行政とプロジェクトとの間でプロジェ

クトの活動方針に関して十分な合意形成が図られていない（既述）、再委託や特殊傭人が

多用され投入効率性が高くない（既述）うえ、活動のモニタリングなどが十分になされ

ていない （既述）等の問題が残されている。

また、現在プロジェクトで進めている、CLPA の一員である末端の行政官に対しての能

力強化は、地域の現状に即している一方で、人事異動の影響を直接的に受けやすい。こ

こで、プロジェクトに関連する行政組織の包括的な機能強化が行われ、異なる行政階層

が資源管理にかかわる活動に関し、組織的かつ適切な指導・助言・モニタリングを行え

るような体制が構築できれば、その地域全体としての自立発展性を確保できると考えら

れる。

また、先に述べたような広域資源管理についても、すべての活動をプロジェクトの責

任で実施するのではなく、先方の自立的な働きかけを支援するアプローチをとると、（自
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立発展性を確保するための）プロジェクトの出口戦略を検討するうえでの重要な情報が

収集できると考えられる。こうした経験は他の地域にも応用可能であると考えられるこ

とから、自立発展性とともに、インパクトの増大も期待できる。

（3）現場のイニシアティブの尊重

プロジェクトでは、既に述べたように、CLPA など、現場関係者間での協議に時間をか

けて進めている。特に、成果 3 の中心活動ともいえる活動 3-3：資源管理計画に関して関

係者間の協議に時間をかけることにより、彼らにとって必要な資源管理方策は自分たち

で決め、自分たちで守るものであるという「オーナーシップ」を醸成することにつながっ

ていると考えられる。

また、プロジェクトでは、会議やワークショップの参加者に対して日当などの支払い

をしていない。このことは、プロジェクト終了後の活動の自立発展性を考えるうえで、

重要な要素となってくると考えられる。

（4）促進要因の分析

既に述べたように、カヤールの自主管理の例は、他の地域で応用可能である経験や知

見を提供する可能性がある。プロジェクトは、カヤール漁業委員会（CPC）によって行わ

れている自主的な資源管理活動を尊重し、プロジェクトとしては介入していない。しか

し、カヤールの取り組みを分析することにより、プロジェクトの対象村の外で、いかに

住民主体の取り組みが行われるかの分析につながる。この分析結果を、海洋経済省が理解、

利用することで、自立発展性を保障する一助となる。

４－２　調査中に確認された特記事項

４－２－１　活動主体（ターゲットグループ）の確認

プロジェクトから本プロジェクトのターゲットグループを CLPA に一本化すべきではないか

との提言が出されたことを受け、その妥当性について合同評価委員会にて検討を行った。

対象村落への視察やプロジェクト関係者に対するヒアリングを通じて CLPA の機能・役割

につき情報収集を行った結果、CLPA に求められている役割・機能は、関係者の利害調整、資

源管理上の方策の策定及び承認する機関（すなわち意思決定機関）であることが確認された。

CLPA で決定された事項（資源管理方策など）は、CLPA のメンバーである漁民組織のリーダー

を通じて漁村レベルの実施が担保されるが、CLPA は村単位ではなく複数村で構成されるもの

もあり、CLPA の決定事項が必ずしも漁村レベルにまでいきわたっていない状況も確認された

ため、村レベルの漁民組織に働きかけを更に強め、資源管理の実施体制の強化に努める必要が

ある。したがって、本プロジェクトのターゲットグループを CLPA に一本化することは適当で

はなく、プロジェクトはこれまでどおり村レベルの漁民組織に対する働きかけを継続していく

ことが求められる。

なお、村レベルの漁民組織には、CLV（地方漁民委員会）のみならず GIE（経済利益団体）

やコレージュと呼ばれる漁法別のグループなどが存在するため、村ごとの状況に応じてこうし

た既存組織を適宜利用することが期待される（関連提言：第５章　５－２－３及び５－２－４

参照）。
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４－２－２　移動漁民

本プロジェクトが支援する CLPA の決定事項を村単位で実施するというアプローチは、季節

ごとに移動する漁民の存在によって、その実効性が大きな影響を受ける。プロジェクトでは、

こうした移動漁民を資源管理の実施枠組みのなかへ組み込んでいくための活動を計画している

が、当国における「移動漁民」には、移動先の村でほぼ定住している実質的な「移住漁民」も

含まれていることが確認された。「移動漁民と定住漁民による水産資源の共同管理」をプロジェ

クトの活動テーマとしているジフェールでは、移住漁民は既に職業別住民グループなど CLPA
に参画している既存組織に属しており、その意味では資源管理の実施枠組みに既に含まれてい

ると考えることができる。プロジェクトでは、これら「移動漁民」と「移住漁民」を明確に区

別したうえで、それぞれに対して適切な働きかけを行う必要がある（関連提言：第５章　５－

２－２及び５－２－４参照）。

４－２－３　活動地域の確認 （「準対象漁村」の扱いについて）

プロジェクトから、「地域レベルの資源管理」に対する働きかけにおいて対象漁村に「準」

対象漁村を正式に加えるべきと提案を受けた。これに対して、合同評価団として現地調査のな

かで対象村落の地理状況を確認し、プロジェクトの実施期間及び投入量を考慮したうえでその

妥当性を検討した結果、「準」対象漁村をプロジェクトの対象地域に加えることはプロジェク

ト活動の効率的な実施及びプロジェクト実施効果の持続性確保の観点から、適切ではないとの

結論に達した。ただし、「地域レベルの資源管理」の意義にかんがみると、プロジェクト対象

村における活動とのかかわりのなかで、「限定的な」活動をこれら「準」対象漁村で行うこと

を必ずしも否定するものではないが、プロジェクト資源の主たる投入先はプロジェクト対象の

4 村とすることが求められる。まずは当初の対象漁村を重点的に支援することで、確実に成果

を達成し、終了時評価にて波及効果（インパクト）として準対象村落での成果が評価されるべ

きであろう（関連提言：第５章　５－２－５参照）。

４－２－４　違法漁具（モノフィラメント網）に関する比較試験の実施について

プロジェクトでは、漁業法や資源管理ルール順守促進のための働きかけを行っており、例え

ば、違法漁具と合法漁具の比較試験などを行い、漁民が「情報に基づいた資源管理」を実施で

きるよう支援している。ところが、こうした試験の結果は、扱いようによっては誤った意味で

解釈される可能性があるため、漁民を含む関係者にその結果を伝える際には、その表現振りや

解説のあり方に十分留意すべきである。例えば、違法漁具は通常合法漁具より漁獲効率が良い

（そのため、乱獲につながる）ため、単純に試験結果の数字のみを漁民側に提示した場合、「や

はり違法漁具を使った方がよい」と解釈されるおそれもある。今後、プロジェクトで資源管理

に資する実証試験等を行う場合は、試験の目的設定やその結果の解釈につき、先方関係者の適

切な関与を求めたうえで、その内容を十分に協議・検討することが求められる（関連提言：第

５章　５－２－６参照）。

４－３　結　論

セネガルの水産業の現状から、本プロジェクトの妥当性は、プロジェクト計画時同様に高い。

関係者との協議から、本プロジェクトへの期待が大きいことも確認された。
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プロジェクトでは、現場レベルでの能力開発に精力的に努めており、現時点での活動の進捗状

況、成果の達成状況は比較的良好である。このことが、期間中のプロジェクト目標達成の可能性

と有効性を高めている。

しかしながら、実施プロセスで述べたように、活動のモニタリングや JCC の活用などの点で、

改善の余地が残る。これらに起因していると考えられる問題として、他支援機関との情報交換の

不全などが観察されており、プロジェクトのインパクトの阻害要因として挙げられる。また、当

初計画になかった活動の変更や対象地域の拡大に伴って、効率性の阻害要因のひとつとなってい

る。

プロジェクトでは、CLPA を中心とする現場レベルでの活動に焦点を当ててきたが、州や県に

おける行政官をも含めた関係者の役割と機能についての整理が進んでいないことなどから、能力

開発の効果が個人レベルとその直接関係する村内にとどまっており、自立発展性の担保となる組

織としてのキャパシティ・ディベロップメントにつながることが期待できない。

本合同評価調査の過程において、ここに述べた阻害要因などの影響を弱めるための活動の修

正・改善の必要性がいくつか確認され、提言としてまとめられた。合同評価委員会は残りのプロ

ジェクト期間において活動を効率的に実施し、プロジェクトのインパクトと自立発展性を増大す

るためにも、これら提言に示された各項目への対処を適切かつ遅滞なく実施することを日本・セ

ネガルの協力によるプロジェクト側に強く求め、プロジェクト側はこれを了解した。
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第５章　提　言

５－１　ミニッツにおける提言事項

５－１－１　合同評価レポートに記載した提案事項に対する対応について

合同評価レポートで記載された提案事項は、プロジェクトがより効果的・効率的に実施され

ることを目的として記載したものである。そのため、日本・セネガル国（以下、両国）はプロ

ジェクトへの支援並びに提案事項の対応とモニタリングを執り行うべきである。

５－１－２　合同調整委員会の再構成について

海洋経済省内には、プロジェクトの活動と関連する部局が複数あるにもかかわらず、それら

は合同調整委員会の構成員となっていない。情報共有及び調整を図るため、このような関連部

局も合同調整委員会に含めるべきである。

５－１－３　プロジェクト名称の省略について

プロジェクトの名称を日常的に扱う場合、正式名称を一部省略し、短くした名称を使用した

方が便利である。プロジェクト対象地域及び世間におけるプロジェクトの認知度を促進するた

め、両国は省略された名称“Cogestion des Pêcheries Artisanales au Sénégal” （“COGEPAS”）を使用

できることについて合意した。

５－１－４　CLPAs（零細漁業地方評議会）への財政支援について

資源の共同管理を行ううえで、CLPA が活動の中枢機関となっていることが確認された。し

かし、同組織への予算措置はしばしば不安定であることが見受けられた。これを受け、セネガ

ル側は CLPA に対して（漁船登録料を財源とした）予算を措置することに尽力することで合意

した。

５－１－５　他ドナー機関との調整

セネガル沿岸には、複数のドナー機関が水産資源管理プロジェクトを実施している。同じ地

域で同様の目的をもって活動しているため、活動の調整が必要であることが確認された。

これらのプロジェクトの実施機関である海洋経済省は、ドナーの活動を効果的に調整する役

割をもっている。

５－１－６　合同調整委員会に対する、改訂版の PDM 及び合同評価レポートの報告について

合同評価委員会が改訂した PDM では、指標に目標値が加えられている。プロジェクトは目

標値を設定し、合同調整委員会にて合意を取り付ける必要がある。また、本中間レビュー調査

の結果について、2011 年 2 月に開かれる同委員会に報告する必要がある。

５－２　合同評価報告書における提言事項

合同評価委員会は、プロジェクトに対し以下に述べる提言を行った。
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５－２－１　計画的なプロジェクトの実施

本計画では、プロジェクト開始初期に活動計画表（PO）を策定していないが、PO は、プロジェ

クト活動の計画的実施とその進捗管理に有益なプロジェクト運営管理ツールである。本計画で

も早急に PO を作成し、合同調整委員会での利用も含め、プロジェクトの円滑な実施に資する

資料として利用することを提言する。また、本計画は、4 つの対象サイトにおける活動が独立

的に行われているが、各サイトの関係者が自らのサイトで予定されている活動の全体像を正確

に把握し、計画的に活動が実施されることが望まれる。こうした観点からもサイトごとのサブ

PO を作成し、プロジェクト活動に対する理解を促すことが求められる。

５－２－２　各サイトにおける資源管理上の目的設定と支援方針（戦略）の策定

セネガルの漁村では、さまざまな資源管理上の問題が存在するが、複数の課題に分散的に対

応していては、効率的なプロジェクト成果の発現にはつながらない。したがって、プロジェク

トの各サイトにおいて優先的に対応する資源管理上の課題を特定し、明確な支援方針（戦略）

の下にすべての活動を計画・実施していくことを提言する。例えば、プロジェクトとして、優

先的に取り扱う資源管理上の課題を「漁獲量の削減－ reduction of fishing capacity」と定めたサ

イトで、支援戦略を「刺し網の数量削減及び目合サイズの拡大」と設定したとすると、同サイ

トにおけるすべてのプロジェクト活動は、支援戦略に合致し、当課題の解決に直接的に寄与す

る活動に集約すべきである。これまで、プロジェクトではサイトごとの活動「テーマ」を設定

しているが、「テーマ」は必ずしも「資源管理上の課題」と同意ではない。

このような視点でこれまでのプロジェクト活動を確認したところ、サイトごとの設定課題と

直接的な関連性が確認できない活動がいくつか認められた（例：①移動漁民と定住漁民によ

る共同管理が課題となっているサイトにおけるイカの人工産卵床設置試験、②底魚資源管理の

地域展開が課題となっているサイトにおける貝殻漁礁の設置）が、こうした活動はプロジェ

クト全体の効率性に影響を及ぼす。プロジェクトの投入資源は限られているため、「やらな

ければいけない活動－“need to do” activities 」と「やってみてもいい活動－ “nice to do” type of 
activities」は明確に区別する必要がある。

５－２－３　共同水産資源管理における主要関係者の役割と機能の定義

プロジェクトでは、共同資源管理体制を確立するために、主要関係者（例：水産行政機関－

中央・地方・研究所、漁民組織など）と彼らが意思決定を行う組織（例：CLPA）の機能強化

に焦点を当てた活動を行っている。こうした活動を行う際には、それぞれの関係者に求められ

る役割と機能を明確に定義しておき、それとの対比において彼らの現状（すなわち、どのよう

な機能の強化が必要か）を確認しておくことが肝要である。このような情報の整理によって、

それぞれの関係者に対する適切な働きかけを検討することができ、また、活動の進捗をより正

確にモニターすることができる。プロジェクトには、こうした情報を改めて整理しておくこと

を提言する。

５－２－４　漁村レベルの組織強化

複数村 CLPA の場合は、CLPA で決定された事項が傘下にある村々で確実に伝達され、実施

されることが求められる。こうした組織形態は、各村単位で資源管理活動の実施主体となる何
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らかのグループ / 組織の存在が必要であることを意味している。プロジェクトでは、これまで

CLPA レベルでの働きかけを中心に行ってきたが、今後は、漁村レベルの組織に対する働きか

けを強化する必要がある。調査の過程において CLPA の決定事項が村々の一般漁民に十分に伝

わっていない事例が確認されている。漁村レベルの組織強化は、個々の漁民の資源管理活動に

対する理解と協力を促すことにつながると考えられる

５－２－５　地域レベルの底魚資源管理 （広域資源管理）

プロジェクトサイトであるジョアールを含むンブール県では、同県に属する複数の CLPA 間

での資源管理活動の調整及び調和化の試みがなされている。こうした地域レベルの資源管理

活動は、意味のある資源管理上の「くくり」を検討するという観点においては、意義のある活

動ではあるが、必然的にプロジェクト対象サイト外での関連活動を含むこととなる。地域的

にも分散した 4 つのサイトを抱える当プロジェクトでは、ンブール県での拡大的な活動の実施

によって、他の対象サイトにおける活動への影響が懸念される（事実、ロンプールでの計画活

動は他サイトでの活動への影響を懸念して縮小を検討している－ Int/R p.55, 9-6-1 参照）。他方、

地域レベルでの資源管理活動は、プロジェクト活動の持続性を検討するうえで好適な機会を提

供する。すなわち、ンブール県の対象サイト以外の地域では、先方実施機関による主体的な活

動を積極的に促すことによって、プロジェクト後の自立的な活動の展開可能性を見定めること

ができる。

以上のような理由から、当地域における活動においては、プロジェクト資源の投入はジョアー

ルに集中し、その他のエリアにおいては先方実施機関の自助努力を促す取り組みを求める。

５－２－６　参加型研究

当プロジェクトでは、情報に基づいた（資源管理上の）意思決定を促すため、研究活動の実

施を計画している。こうした研究活動の実施に際しては、セネガル側関係者と綿密な協議のう

え、特に慎重にテーマ設定を行うことを提言する。

５－２－７　魚粉製造プラントの規模設定

セネガル政府は、国内低温流通網の整備によって浮魚類の鮮魚流通量の拡大をめざしている。

こうした政策の実施は、現在魚粉の主要原材料となっている浮魚の燻製品加工量の減少を引き

起こす可能性が高い。今後プロジェクトにおいて、魚粉製造プラントの規模拡大を計画する場

合は、原材料の調達状況など関連情報を十分に確認のうえ行うこと。

５－２－８　カヤールにおける ｢ 自主管理 ｣ 分析の参加型実施

カヤールにおいては、「漁民による自主管理」の分析が計画されている。自主的な資源管理

についての知見や経験の集積は、他の地域で資源管理に取り組む関係者にとっても有益な情報

となる。こうした作業は、カヤールの関係者自身によってなされると、自らの経験を体系化し

より深く理解することにつながるため、彼らがこうした経験を他の地域に普及する際にも有意

に働くと考えられる。したがって、カヤールにおける活動においても「参加型研究」の理念を

採用し、参加型で分析作業を進めることを提言する。



－ 37 －

５－２－９　漁業活動の監視

資源管理活動の順守状況を確認する（すなわち漁業活動を監視する）ことの重要性は、先方

実施機関である海洋漁業局のみならず、サイト関係者からも幾度となく言及のあった事項であ

る。監視活動への漁業者の参画は、監視効果の増大と監視費用の低減に寄与すると考えられて

いることから、プロジェクトでも関連活動の実施を積極的に支援することとする。

５－２－ 10　資源管理方策の効果のモニタリング

資源管理活動を持続的に実施していくためには、関係者がその実施効果を認識する必要があ

る。当プロジェクトにおいても、実施した資源管理活動の効果を適宜モニタリングし、関係者

と情報共有することを提言する。

５－２－ 11　他ドナーとの調整と協力

現在セネガルの沿岸域では、当プロジェクトと類似した活動を行っている他ドナーが存在す

る。いくつかの活動においては、非常に近接した地域を対象としているため、活動の調整が必

要となってくる。こうした問題に対応するため、プロジェクトは他ドナーと意見・情報交換を

行うチャンネルを確立することを提言する。



付　属　資　料

１．ミニッツ（仏語版）

２．ミニッツ（和訳版）

３．合同評価レポート（仏語版）

４．合同評価レポート（和訳版）
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１．ミニッツ（仏語版）
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（仮訳） 

セネガル国「漁民リーダー零細漁業組織強化プロジェクト」 

における中間レビュー調査団とセネガル国関係機関の合同中間評価ミニッツ 

 

 

国際協力機構（以下「ＪＩＣＡ」）により結成された杉山俊士氏を団長とする日本の中

間レビュー調査団（以下「調査団」）は 2011 年 1 月 5 日から 1月 21 日に「漁民リーダ

ー零細漁業組織強化プロジェクト」（以下「プロジェクト」）の中間合同評価を行うた

めセネガル国（以下「セネガル」）に訪れた。 

 

合同評価委員はＪＩＣＡ側の４名（調査団）、セネガル側の５名によって結成され、プ

ロジェクトの詳細な調査・分析を実施し、「合同評価レポート」（以下「レポート」）

を作成した。 

 

２０１１年１月２０日、この報告書はプロジェクトの合同評価委員会にて精査され、 

同委員会はレポート（別添）を確認し、日本側、セネガル側合同評価委員のリーダーは

各々の国へ以降添付の内容を報告することに合意した。 

 

2011 年１月 ダカール 

 

                                                                          

Mr.Shunji Sugiyama Mr. Ousmane Ndiaye 

Leader, JICA Mid-term Review Team         Director, 

Japan International Cooperation Agency       Direction des Peches Maritimes
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２．ミニッツ（和訳版）



（仮訳） 

 
添付 

 

合同評価委員会は、合同評価レポート（別添）を精査し、プロジェクト達成状況は概ね順

調であるが、以下に記述する事項につき対応が必要であることを確認した。 

 

1. 合同評価レポートに記載した提案事項に対する対応について 

合同評価レポート（以下、レポート）での提案は、プロジェクトが後半時期により効果的・

効率的に実施されることを目的として記載したものである。そのため、日本・セネガル国

（以下、両国）はプロジェクトへの支援並びに提案事項の対応とモニタリングを執り行う

べきである。 

 

2. 合同調整委員会の再構成について 

海洋経済省内には、プロジェクトの活動と関連する部局が複数あるにも関わらず、それ

らは合同調整委員会の構成員となっていない。情報共有及び調整を図るため、このような

関連部局も合同調整委員会に含めるべきである。 

 

3. プロジェクト名称の省略について 

プロジェクトの名称を日常的に扱う場合、正式名称を一部省略し、短くした名称を使用し

た方が便利である。プロジェクト対象地域及び世間におけるプロジェクトの認知度を促進

するため、両国は省略された名称“Cogestion des Pecheries Artisanales au Senegal” 

（“COGEPAS”）を使用できることについて合意した。 

 

4. CLPAs（零細漁業地方協議会）への財政支援について 

資源の共同管理を行なう上で、CLPA が活動の中枢機関となっていることが確認された。

しかし、同組織への予算措置はしばし不安定であることが見受けられた。これを受け、セ

ネガル側は CLPA に対して（漁船登録料を財源とした）予算を措置することに尽力するこ

とで合意した。 

 

5. 他ドナー機関との調整 

セネガル沿岸には、複数のドナー機関が水産資源管理プロジェクトを実施している。同じ

地域で同様の目的をもって活動しているため、活動の調整が必要であることが確認された。 

これらのプロジェクトの実施機関である海洋経済省は、ドナーの活動を効果的に調整する

役割を持っている。 
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（仮訳） 

6. 合同調整委員会に対する、改定版のＰＤＭ及び合同評価レポートの報告について 

合同評価委員会が改定したＰＤＭでは、指標に目標値が加えられている。プロジェクトは

目標値を設定し、合同調整委員会にて合意を取り付ける必要がある。また、本中間レビュ

ー調査の結果について、2011 年 2 月に開かれる同委員会に報告する必要がある。 

 
別添  合同評価レポート 
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３．合同評価レポート（仏語版）
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